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1.公共施設等総合管理計画の概要  

1-1 計画策定の要請 

全国で、公共施設等＊の老朽化対策が大きな課題となっています。また、少子高齢化など

により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されます。こうした中、国から全国

の地方公共団体に対して公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、「公共施設

等総合管理計画」の策定に取り組むよう要請されています。 

 

1-2 計画の背景                                

「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」（平成 26(2014)年 4月総務省通知）の

なかで、計画策定に取り組む背景として、次のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」を基に作成 

本市においても公共施設等の老朽化対策が大きな課題であり、また厳しい財政状況が予測

されるなか、今後、少子高齢化などにより、公共施設等の利用需要が変化していくと予想さ

れます。こうしたなか、本市では、平成 29(2017)年３月に「みよし市公共施設等総合管理計

画」（以下、「本計画」という。）を策定、令和４(2022)年８月に改訂を行い、中長期的な

視点で、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための基本的な方針を示し、公共施設マ

ネジメントに取り組んできました。 

今回、現状把握として、本市が保有する公共施設等の利用状況等について整理を行うとと

もに、市民アンケート、劣化状況調査等を実施し、公共施設等の複合化、集約化及び廃止等

も含めた公共施設等の今後のあり方を検討するなかで、本計画の改定を行いました。  

✓ 公共施設等の老朽化対策 

✓ 厳しい財政状況 

✓ 人口減少等により公共施設等の利用需要が変化 

 

◯地域社会の実情にあったまちづくり 

◯国土強靭化（ナショナル・レジリエンス） 

 

公共施設をとりまく課題 

将来のまちづくり 

 

長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化を計画 

・財政負担を軽減・平準化 

・公共施設等の最適な配置を実現 

 

公共施設等総合管理計画の策定 

＊公共施設等：公共建築物とインフラ資産（道路、橋りょう、下水道、公園など）を合わせて、公共施設等と 

呼んでいます。 
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1-3 計画の位置付け                             

公共施設等総合管理計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25(2013)年 11 月

インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）において、地方公共団体が策定

すべき「インフラ長寿命化計画(行動計画)」に代わるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」を基に作成 

 

また、本計画に基づいて、施設ごとの管理の取組方針を示す「個別施設計画＊＊」を策定し

ました。今後は、公共施設等の将来の状況や需要を見据えた適切なマネジメントを推進しま

す。 

 

みよし市における公共施設等総合管理計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第 2 期みよし市 まち・ひと・しごと創生【人口ビジョン・総合戦略】 

(令和 3(2021)年度～令和 7(2025)年度) 

みよし市公共施設等総合管理計画 
 

インフラ資産 

 

公共建築物 

第 2 次みよし市総合計画 基本計画 

(令和元(2019)年度～令和 10(2028)年度) 

【個別施設計画：長寿命化計画】 

【インフラ資産】 
・道路 
・橋りょう 
・下水道 
・公園 
・河川  等  
 

平成 24(2012)年 12月の中央

自動車道笹子トンネル天井板

落下事故の発生を契機に、イ

ンフラの戦略的な維持管理・

更新等の方向性を示す基本的

な計画として策定 

 
国をはじめ、地方公共団体や

民間企業等の様々なインフラ

管理者が一丸となって取り組

む必要性を示す。 

＊＊個別施設計画：公共施設等総合管理計画の基本方針を踏まえた個別施設ごとの計画で、所管省庁の指針等に 

基づいた長寿命化計画、維持管理計画などのこと。 

【公共建築物】 
・公民館、集会所 
・勤労文化会館(カネヨシプレイス) 
・図書館学習交流プラザ（サンライブ） 
・総合体育館 
・小中学校  等  
 

その他の計画 
みよし市まちづくり基本計画 

みよし市環境基本計画 

みよし市ゼロカーボンシティ推進計画 等 

連携 

連携 

連携 

連携 
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1-4 対象とする公共施設等                   

国の「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」では、計画の対象施設は「公共施

設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物」と示されていま

す。 

本市では、所有する公共施設等のうち、公共建築物については行政区の所有する地区施設

（集会所）を含めた全ての施設を対象とし、インフラ資産については主要分野（道路・橋

りょう・下水道）に加えて、公園、河川、防火水槽、プールを対象とします。 

なお、本市では、隣接市町と連携して、消防、ごみ処理、し尿処理などの広域事業を行っ

ています。これらの広域事業は、それぞれ構成する市町が応分の負担をすることにより運営

しており、将来においては、保有する施設等の修繕・更新に関わる費用が必要となってきま

す。しかし、広域事業については、個別に公共施設等総合管理計画が作成されている又は未

策定であるため、本計画においては対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【公共建築物】 

 ・庁舎 

・学校 

・体育館 

・図書館 

・保育園 

・消防施設 

・市営住宅  等 

【インフラ資産】 

公共施設等 

 

・道路 

・橋りょう  

・下水道 

・公園 

・河川 

・防火水槽 

・プール 

【対象施設】 
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2.公共施設等の現況 

2-1 公共施設等の現況 

本市では、市民や地域のニーズに応じて建設されてきた多くの公共施設等の老朽化が進ん

でおり、今後、長寿命化修繕や建替えなどの必要性が見込まれます。 

 

(1)公共建築物の現況 

① 対象施設の整理 

本計画の対象とする公共建築物は、177 施設、建物延床面積は約 23.7 万㎡となっており、

住民１人当たりの延床面積は 3.86 ㎡となっています。 

（令和 6(2024)年 4月 1日現在の人口：61,380 人） 

 

図表 2-1 対象施設の施設数・延床面積・構成比率 

（注）構成比率は、四捨五入により、合計は 100％とならない場合があります。 

（注）行政区が所有する集会所については、個別施設計画を策定中であるため、構成比率に組み入れていません。 

 

 

 

大分類 中分類 施設数 延床面積 構成比率 

市民文化系施設 

集会施設 22 13,824 ㎡ 5.8% 

文化施設 2 12,592 ㎡ 5.3% 

その他市民文化系施設 1 1,666 ㎡ 0.7% 

社会教育系施設  
図書館 1 7,113 ㎡ 3.0% 

博物館等 3 2,437 ㎡ 1.0% 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設  スポーツ施設 11 10,556 ㎡ 4.5% 

産業系施設 産業系施設 2 1,143 ㎡ 0.5% 

学校教育系施設  
学校 12 105,845 ㎡ 44.7% 

その他教育施設 2 4,079 ㎡ 1.7% 

子育て支援施設  
保育園 10 13,695 ㎡ 5.8% 

幼児・児童施設 14 4,871 ㎡ 2.1% 

保健・福祉施設  

高齢福祉施設 16 8,175 ㎡ 3.5% 

障がい福祉施設 2 779 ㎡ 0.3% 

保健施設 1 1,335 ㎡ 0.6% 

行政系施設 
庁舎等 1 11,180 ㎡ 4.7% 

消防施設 13 838 ㎡ 0.4% 

公営住宅 公営住宅 3 17,290 ㎡ 7.3% 

公園施設 公園施設 38 3,102 ㎡ 1.3% 

処理施設 処理施設 4 444 ㎡ 0.2% 

下水道施設 下水道施設 13 4,632 ㎡ 2.0% 

病院施設 病院施設 1 9,974 ㎡ 4.2% 

その他 その他 5 1,178 ㎡ 0.5% 

小 計  177 236,747 ㎡ 100.0% 

行政区が所有する集会所 4 1,412 ㎡ - 

合 計 181 238,159 ㎡ - 



5 

 

② 用途別面積の整理 

用途別（中分類）の公共建築物の状況をみると、延床面積の構成比では、学校が 44.7％で

最も多く、次いで公営住宅が 7.3％、集会施設が 5.8％、保育園が 5.8％となっています。 

図表 2-2 用途別の延床面積の割合 

  

③ 建築年代の整理 

建築年度による公共建築物の延床面積から、昭和 45(1970)年度から平成４(1992)年度まで

の間に多くの施設が建設されています。近年では、おかよし交流センターが令和元(2019)年

度に建設されました。また、学校については、人口増加に合わせて、随時必要な整備が続け

られました。 

 図表 2-3 築年別用途別延床面積 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

  

   

  

学校

44.7%

公営住宅

7.3%
集会施設

5.8%

保育園

5.8%

文化施設

5.3%

庁舎等

4.7%

ｽﾎﾟｰﾂ施設 4.5%

病院施設 4.2%

高齢福祉施設 3.5%

図書館 3.0%

幼児・児童施設 2.1%

下水道施設 2.0%

その他教育施設 1.7%

公園施設 1.3%

博物館等 1.0%

その他市民文化施設 0.7%

保健施設 0.6%

その他 0.5%

産業系施設 0.5%

消防施設 0.4%

障がい福祉施設 0.3%

処理施設 0.2%
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集会施設 文化施設 その他市民文化施設 図書館 博物館等 スポーツ施設

産業系施設 学校 その他教育施設 保育園 幼児・児童施設 高齢福祉施設

障がい福祉施設 保健施設 庁舎等 消防施設 公営住宅 公園施設

処理施設 下水道施設 病院施設 その他

三好公園 

総合体育館 
みよし市民病院 

みよし市勤労文化会館 

（㎡） 

（年度） 

みよし市役所 

 

10 年未満 10～20年 20～30年 30～40年 40 年～ 

みよし市図書館学習 

交流プラザ（サンライブ） 

面
積 

おかよし交流センター 

（注）四捨五入により、合計は 100％とならない場合があります。 
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④ 建築からの経過年数による整理 

建築物は、30年を経過すると老朽化の進行により、大規模改修が必要となるため、建築年

度からの経過年数を把握する必要があります。現時点で 30年以上経過し、大規模改修が必要

な公共建築物は全体の 60.3％に達し、老朽化が進行しており、内訳は、30年以上 40年未満

が 25.1％、40年以上が 35.2％となっています。 
 

図表 2-4 公共建築物の経過年数別延床面積・割合 

経過年数 延床面積 構成比率 

10年未満 12,336 5.2% 

10年以上 20年未満 36,222 15.3% 

20年以上 30年未満 45,475 19.2% 

30年以上 40年未満 59,307 25.1% 

40年以上 83,407 35.2% 

合計 236,747 100.0% 

 

 

図表 2-5 公共建築物の経過年数の割合（延床面積ベース） 

  

  

 

 

 

 

 

  

10年未満
5.2% 10年以上20年未満

15.3%

20年以上30年未満
19.2%

30年以上40年未満
25.1%

40年以上
35.2%

 

築 30 年以上の 

公共建築物が 60.3％ 
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(2)インフラ資産の現況 

国の「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」では、以下のとおり、全てのイン

フラ資産を対象として設定することが望ましいとされています。 

 

一 公共施設等の現況及び将来の見通し  

以下の項目をはじめ、公共施設等 i 及び当該団体を取り巻く現状や将来にわたる見通し・

課題を客観的に把握・分析し、記載すること。なお、これらの把握・分析は、公共施設等全

体を対象とするとともに、その期間は、できるかぎり長期間であることが望ましいこと。 
i 公共施設等･･･公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物をいう。具体的に

は、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、下水道等）、プラ

ント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処理場等）等も含む包括的な概念である。なお、地方独

立行政法人が保有する施設など、当該地方公共団体が所有していないが、維持管理・更新費等の財政

負担を負うことが見込まれる施設を含む。 

出典：「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針（令和５(2023)年 10月 10日改訂）」を基に作成 

 

本計画において、インフラ資産について対象とする施設は以下のとおりです。 

 

図表 2-6 インフラ資産の整備状況 

  

大分類 中分類 内 訳 

道路施設 

道路 

・ 一般道路    264,057 ｍ 

（2,134,155 ㎡） 

・ 自転車歩行者道  10,782 ｍ   計   274,840 ｍ 

（58,756 ㎡）    (2,192,911 ㎡) 

橋りょう 
・ 実延長       1,819 ｍ 

・ 面積       16,428 ㎡  

下水道施設 管路施設 ・ 下水管     441,044 ｍ 

公園・緑地 
都市公園 

緑地 

・ 街区公園    99,755 ㎡ 

・ 近隣公園    103,700 ㎡ 

・ 地区公園    203,024 ㎡ 

・ 総合公園    161,700 ㎡ 

・ 緑地      344,208 ㎡    計   912,387 ㎡ 

河川管理施設 
河川 

（準用河川） 

・ ブロック積護岸   5,814 ｍ 

・ コンクリート護岸  3,306 ｍ 

・ 矢板護岸       448 ｍ 

・ 暗渠         296 ｍ    計     9,863 ｍ 

消防・防災施設 防火水槽 ・ 整備量        151 基 

学校教育系施設 

子育て支援施設 
プール ・ 箇所        22 箇所  

出典：道路台帳(令和６(2024)年４月１日現在)、橋梁長寿命化修繕計画(平成 31(2019)年４月改定、令和４(2022)年 12 月修正)、

橋梁台帳(令和６(2024)年４月１日現在）、公園台帳(令和６(2024)年３月 31 日現在)、準用河川台帳（平成 28(2016)年 10

月１日現在）、 下水道台帳（令和６（2024）年３月 31 日現在）、固定資産台帳（令和６（2024）年３月 31 日現在）を基

に作成 
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① 道路 

本市が所有する道路の整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-7 道路 整備面積 

 

 

 

 

② 橋りょう 

本市が所有する橋りょうの整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-8 橋りょう 整備面積 

 

 

 

 

 

 

図表 2-9 橋りょう 年度別構造別整備面積 
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③ 下水道 

本市が所有する下水道の整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-10 下水道 管径別整備延長 

 

 

 

 

 

 

図表 2-11 下水道 年度別管径別整備延長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-12 下水道 管種別整備延長 

 

 

 

 

 

  

管径 延長（ｍ） 管径 延長（ｍ） 

250mm未満 236,733 2001～3000mm未満 4,582 

251～500mm未満 127,859 3001mm以上 3,366 

501～1000mm未満 41,662 不明 404 

1001～2000mm未満 26,438 合計 
441,044 

(うち年度不明 182,938) 

管径 延長（ｍ） 管径 延長（ｍ） 

コンクリート管 97,085 更生管 5,124 

陶 管 154,903 その他 74,291 

塩ビ管 109,641   

合計 
441,044 

(うち年度不明 182,938) 
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図表 2-13 下水道 年度別管種別整備延長 

 

 

 

 

 

④ 公園 

本市が所有する公園の整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-14 公園 整備面積 

 街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園 緑地 合計 

面積（㎡） 99,755 103,700 203,024 161,700 344,208 
912,387  

（うち年度不明 74,000） 
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図表 2-15 公園 年度別種類別整備面積  

 

 

⑤ 河川 

本市が所有する河川の整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-16 河川 整備延長 

 開水路＊ 
暗渠
あんきょ

＊＊ 合計 
ブロック積護岸 コンクリート護岸 矢板護岸 

延長（ｍ） 5,814 3,306 448 296  
9,863  

（うち年度不明 8,412） 

⑥ 防火水槽 

本市が所有する防火水槽の整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-17 防火水槽 整備量 

 防火水槽 

総整備量（基） 151 

 

⑦ プール 

本市が所有するプールの整備状況は以下のとおりです。 

図表 2-18 プール 整備量 

 
プール 

小中学校 保育園 合計 

総整備量（箇所） 12 10 22 
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図表 2-19 プール 年度別整備量 

 
※ 全ての小学校で、低学年プールと高学年プールを有しており、合わせて 1 箇所としています。 
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(3) 公共施設等の保有量、有形固有試算減価償却率の推移及び過去に実施した対策の実績 

① 公共施設等の保有量の推移 

計画策定時（平成 28(2016)年度）からの公共施設等の保有量の推移は以下のとおりです。

公共建築物については、おかよし交流センター、みなよし交流センター、拠点備蓄防災倉

庫、リサイクルステーション(井ノ花)などの建設に加え、学校施設の増築により、保有量は

増加しています。 

 図表 2-20 公共施設等の保有量の推移 

  ※インフラ資産については令和６(2024)年度 

② 有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物や工作物

等）の耐用年数に対して、その資産の取得時点からどの程度経年しているかを表す指標で、

取得価格に対する減価償却の割合となります。この指標が高いほど、法定耐用年数に近づい

ている資産が多いことを示します。 

本市の有形固定資産減価償却率の推移は以下のとおりです。 

現状では、類似団体及び愛知県内の市町村の平均よりも低い値で推移しています。 

これは、市役所庁舎、図書館学習交流プラザ（サンライブ）、おかよし交流センターな

ど、比較的近年に建築された公共建築物が多いためで、今後、これらの建築物の老朽化も進

んでいくことから、本市における有形固定資産減価償却率は上昇していくことが見込まれま

す。 

図表 2-21 有形固定資産減価償却率の推移 

  出典：総務省 統一的な基準による財務書類に関する情報、愛知県 財政状況資料集 

種 別 内 容 
保有量 

（平成 28(2016)年度） 

保有量 

（令和７(2025)年度※） 

公共建築物 延床面積 227,230 ㎡ 236,747 ㎡ 

道路施設 

道路延長 256,226 ｍ 274,840 ｍ 

道路整備面積 2,031,309 ㎡ 2,192,911 ㎡ 

橋りょう数 88 本 92 本 

橋りょう延長 1,299 ｍ       1,819 ｍ  

下水道施設 管路延長 414,232 ｍ 441,044 ｍ 

公園・緑地 整備面積 848,300 ㎡ 922,226 ㎡ 

河川管理施設 整備延長 9,670 ｍ      9,863 ｍ 

防火水槽 整備量 175 基         151 基 

プール 整備量 24 箇所        22 箇所  

 平成 30(2018)

年度 

令和元(2019) 

年度 

令和２(2020)

年度 

令和３(2021)

年度 

令和４(2022)

年度 

みよし市 55.0％ 56.0％ 57.3％ 57.5％ 57.0％ 

類似団体平均 59.9％ 60.9％ 61.1％ 62.1％ 63.4％ 

愛知県内 

市町村平均 
63.8％ 64.6％ 65.3％ 66.0％ 67.1％ 
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③ 過去に行った対策の実績 

これまでに実施した、長寿命化等に係る改修等の主な実績は以下のとおりです。 

 

 

図表 2-22  過去に行った対策の主な実績 

中分類 施設名 実施内容 実施年度 

集 会 施 設 

平 池 集 会 所 
(平池会館ｻﾝﾋﾟｰｽ) 

増築工事 平成 29(2017)年度 

旭 の 家 耐震改修工事 令和元(2019)年度 

三 好 丘 集 会 所 和室増改築工事 令和２(2020)年度 

三好丘旭集会所 ホール増築工事 令和３(2021)年度 

三好丘緑集会所 増改築工事 令和４(2022)年度 

文 化 施 設 

勤 労 文 化 会 館 
( ｶ ﾈ ﾖ ｼ ﾌ ﾟ ﾚ ｲ ｽ ) 

大規模改修工事 
令和２(2020)年度 
令和３(2021)年度 

ふ る さ と 会 館 大規模改修工事 
令和２(2020)年度 
令和３(2021)年度 

ス ポ ー ツ 施 設 
三 好 公 園 
総 合 体 育 館 

大規模改修工事 
平成 22(2010)年度～ 
令和５(2023)年度 

学 校 

北 中 学 校 大規模改修工事 
平成 28(2016)年度～ 
平成 29(2017)年度 

三 吉 小 学 校 大規模改修工事 
令和元(2019)年度～ 
令和４(2022)年度 

南 中 学 校 大規模改修工事 
令和４(2022)年度～ 
令和５(2023)年度 

そ の 他 教 育 施 設 給 食 セ ン タ ー 耐震改修工事 令和２(2020)年度 

保 育 園 す み れ 保 育 園 大規模改修工事 令和４(2022)年度 

幼 児 ・ 児 童 施 設 

新 屋 児 童 館 大規模改修工事 令和４(2022)年度 

西 一 色 児 童 館 大規模改修工事 令和４(2022)年度 

公 営 住 宅 莇 生 住 宅 大規模改修工事 
平成 29(2017)年度～ 
令和３(2021)年度 
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3.人口の今後の見通し 

3-1 人口・世帯の推移 

国勢調査によると、本市の人口は増加傾向が続いており、令和２(2020)年では 61,952 人と

なっています。 

なお、65歳以上の老年人口も増加傾向となっており、令和２(2020)年では 18.1%となって

います。 

図表 3-1 みよし市の人口の推移 

 

3-2 人口構造の状況 

令和５(2023)年度に策定した「第２次みよし市総合計画 後期基本計画」の人口推計によ

ると、令和４(2022)年度の人口構造は、年少人口（15歳未満）が 14.8％、生産年齢人口（15

～64 歳）が 66.7％、老年人口（65歳以上）が 18.5％となっています。今後は少子高齢化が

進行することが予想されており、令和 44(2062)年度においては、老年人口は約 30％に達する

と予測しています。 

図表 3-2 みよし市の人口構造の推移 
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3-3 将来人口 

「第２次みよし市総合計画 後期基本計画」による本市の将来人口推計をみると、本市の

人口は今後も増加傾向を示し、令和 29(2047)年まで増加し、その後緩やかに減少することが

推計されています。 

 

図表 3-3 みよし市の将来人口の推移（推計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第２次みよし市総合計画 後期基本計画 
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4.中長期的な経費及び財源 

4-1 財政状況 

本市の過去 14年間の歳入・歳出の決算額を以下に示します。歳入に関して、コロナ禍の国

庫補助金の増加等で歳入全体の額は増加しましたが、近年は減少傾向にあります。歳出につ

いては、公共施設等の更新費用に充当される投資的経費は、年ごとに変動があり、令和５

(2023)年度の実績は 32.4 億円で、平成 25(2013)年度から令和４(2022)年度の 10年間の平均

は、39.0 億円となっています。 

図表 4-1 歳入決算額の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-2 歳出決算額の推移 
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4-2 中長期的な経費の見込み（総務省試算ソフト等の考え方に基づいた試算） 

本市が保有している公共建築物及びインフラ資産（令和６(2024)年４月１日時点）につい

て、将来も同種・同規模で更新したと仮定した場合の費用を試算しました。 

 

 

(1)公共建築物の試算 

① 試算条件 

総務省から提供されている試算ソフトの算定の考え方に基づき、以下の条件により試算し

ました。 

図表 4-3 維持更新費のシミュレーション条件 

○ 建設後 60 年で更新（建替え）を実施する。更新費は建設費と同額とする。単年度に負担が集中しないよう

に建替え時は費用を３年間に分割する。 

○ 建設後 30 年で大規模改修を実施する。改修時の費用は２年間に分割する。 

○ 更新（建替え）費の単価は、「更新費用試算ソフト」を参考にして、28～40 万円／㎡とする。 

○ 大規模改修の単価は、一般的な想定値である建設費（更新費）の 6 割とする。 

区分 更新（建替え） 大規模改修 

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施設、 

行政系施設、病院施設 
40万円/㎡ 25万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉施設 

処理施設、下水道施設、その他 
36万円/㎡ 20万円/㎡ 

学校教育系施設、子育て支援施設、公園施設 33万円/㎡ 17万円/㎡ 

公営住宅 28万円/㎡ 17万円/㎡ 

 

② 試算結果   

図表 4-4 公共建築物の更新費用等の試算結果 

  
（注）市民病院は企業会計のため、グラフに含めていない。  
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（注）コストの試算は、四捨五入により、合計が一致しない場合があります。 
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(2)インフラ資産の試算 

① 試算条件 

図表 4-5 試算における単価の設定（インフラ資産） 

 

◆ 総務省試算ソフトによる試算条件 

○ インフラ対象施設は、道路とする。 

○ 単価：総務省試算ソフトにおける標準単価とする。 

○ 周期：総務省試算ソフトにおける更新年数とする。 

○ 現時点で、更新の実施時期を既に経過している施設については、初年度の工事費の集中を避けるため５年間

で平準化する。 

 

◆ 総務省試算ソフト以外の算出における試算条件 

○ 橋りょう、下水道の２分野については、「みよし市橋梁長寿命化修繕計画 」(令和４(2022)年 12 月修正)及

び「みよし市公共下水道ストックマネジメント計画 」(令和３(2021)年３月策定)において、それぞれ統一的

な単価ではなく、各施設の内容に合わせて独自の試算を行っているため、各計画に準拠するものとし、更新

周期については、総務省資産ソフトにおける更新年数に準拠する。 

○ 公園、河川、防火水槽、プールの４分野については、総務省試算ソフトの対象外となるため、「固定資産台

帳マニュアル 平成 28（2016）年３月 みよし市」や実績に準拠し設定する。 

・ 単価：「固定資産台帳マニュアル」（平成 28(2016)年３月 みよし市）や実績に準拠する。 

・ 周期：「固定資産台帳マニュアル」（平成 28(2016)年３月 みよし市）に準拠する。 

・ 現時点で、更新の実施時期を既に経過している施設は、初年度に費用を計上する。 

・ 整備年度が不明な施設については更新費用を１年ごとに割り戻した金額を毎年計上する。 

 

中分類 更新年数 更新単価 
総務省試算 
ソフト 

固定資産台帳 
マニュアル等 

道 路 15年 
一般道路 4,700円/㎡ （17,700円/㎡） 

自転車歩行者道 2,700円/㎡ （17,700円/㎡） 

橋りょう 60年 

PC（プレストレスト・コンクリート）橋、 
RC（鉄筋コンクリート）橋、石橋、木橋 

（425千円/㎡） （500千円/㎡） 

鋼橋 （500千円/㎡） （500千円/㎡） 

下 水 道 50年 

管径250mm以下 （61千円/ｍ）  

管径251mm以上500mm以下 （116千円/ｍ）  

管径501mm以上1000mm以下 （295千円/ｍ）  

管径1001mm以上2000mm以下 （749千円/ｍ）  

管径2001mm以上3000mm以下 （1,680千円/ｍ）  

管径3001mm以上 （2,347千円/ｍ）  

公 園 50年   7,000円/㎡ 

河 川 50年 
開水路 

ブロック積護岸、矢板護岸、 

コンクリート護岸 

 

470千円/ｍ 

暗 渠 ボックスカルバート
＊
  

防火水槽 30年 耐震性貯水槽  5,450千円/基 

プ ー ル 30年 
小中学校に付属するプール  122,560千円/箇所 

保育園に付属するプール  18,290千円/箇所 

 

 

  

＊ボックスカルバート：箱型のコンクリート構造物のこと。道路、水路などの用途に使用される。 



20 

 

② 試算結果 

図表 4-6 インフラ資産の更新費用等の試算結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注)下水道は企業会計のため、グラフに含めていない。 

 

(3)将来的な更新費用と過去の投資的経費との比較 

① 一般会計（公共建築物＋インフラ資産）の試算結果 

公共施設等の試算結果として、今後 40年間で必要となる将来コストは 1,333.6 億円、１年

当たりの整備額は 33.3 億円と試算しました。 

図表 4-7 一般会計（公共建築物＋インフラ資産）の更新費用等の試算結果 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

(注)下水道と市民病院は企業会計のため、グラフに含めていない。 
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1 年当たりの整備額は、 

平均 33.3 億円 
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② 下水道事業会計 

下水道は、「みよし市公共下水道ストックマネジメント計画 」(令和３(2021)年３月策定) 

に基づき「Ｃ 事後保全的な管理」により試算した結果は以下のとおりです。今後 40年間で

必要となる将来コストは 643.5 億円となり、１年当たりの整備額は 16.1 億円と試算しまし

た。 

図表 4-8 下水道事業会計の更新費用の試算結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 病院事業会計 

みよし市民病院は、一般会計同様の試算条件で試算した結果として、今後 40 年間で必要と

なる将来コストは 61.6 億円、１年当たりの整備額は 1.5 億円と試算しました。 

 

図表 4-9 病院事業会計の更新費用の試算結果 
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4-3 長寿命化等を実施した場合の経費の見込み 

前項の中長期的な経費の見込みにおける試算条件は、以下に示す「Ｃ 事後保全的な管理」

によるものでした。施設を適切に管理することにより長く使用するために、「Ａ 予防保全的

な管理」、「Ｂ 合理的な管理水準の設定による管理」による試算をしました。 

 

図表 4-10 公共建築物の目標耐用年数 

Ａ予防保全的な管理 
施設や設備に不具合が生じる前から修繕や交換を実施

することにより、健全度を維持し、長寿命化する管理 

Ｂ合理的な管理水準の設定に

よる管理 
当該施設・設備の実情を考慮した管理 

Ｃ事後保全的な管理 
施設や設備において、不具合が生じてから、修繕や更

新を行う管理 

 

(1)公共建築物 

① 試算条件 

公共建築物の長寿命化は、以下の「Ａ 予防保全的な管理」により試算しました。 
 

ア 更新時期 

「建築物の耐久計画に関する考え方（社） 日本建築学会 昭和 63(1988)年」に基づき、

普通品質の場合の目標耐用年数の最大値である 80年と仮定します。 
 

図表 4-11 公共建築物の目標耐用年数 

構造 
目標耐用年数 法定耐用 

年数 構造種別 代表値 範囲 下限値 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造（重量鉄骨） 

高品質の場合 100 年 80～120 年 80 年 

30～50 年 

普通の品質の場合 30～50 年 50～80 年 50 年 

 

イ 更新単価 

更新単価は、総務省試算ソフトに準じるものとしますが、個別施設計画が作成されている

施設については、計画での更新単価とします。 

 

ウ 修繕時期 

修繕時期は、「平成 27(2015)年４月 学校施設の長寿命化計画策定に係る手引 文部科学

省」の考え方に基づき、予防保全的な修繕を竣工から 20 年と 60年で実施するとともに、長

寿命化修繕を竣工から 40年で実施することを基本としますが、個別施設計画が作成されてい

る施設については、計画での修繕時期とします。 
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図表 4-12 公共建築物の長寿命化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 
 

    出典：「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27(2015)年４月 文部科学省）」を基に作成 

 

エ 修繕内容 

(a)予防保全的な修繕 

経年により通常発生する損耗、機能低下に対する復旧措置を行い、機能を回復させる目的

で行います。内容は次の表のとおりです。 

図表 4-13 公共建築物の予防保全的な修繕 

箇所 内容 

外部仕上げ 
屋上防水の更新、外壁の洗浄・再塗布等、外部開口部の調整

（シーリング含む）、外部鉄部の再塗布 

内部仕上げ 
フローリングブロックの研磨及び塗装、内壁の再塗装、老朽

化の著しい箇所の修繕 

電気設備 照明等機器の更新（LED化）、老朽化の著しい箇所の修繕 

給排水設備 
給排水管の更新、ポンプ等機器の更新、老朽化の著しい箇所

の修繕 

空調設備 空調等機器の更新、老朽化の著しい箇所の修繕 

 

(b)長寿命化修繕 

躯体の健全性の確認（コンクリートの中性化状況、鉄及び木部の腐食状況の確認）ととも

にライフラインの更新及び修繕時点での技術革新（省エネ化、断熱化等）を取り入れた改修

を行い、機能の向上を含めた目的で行います。内容は次の表のとおりです。 

図表 4-14 公共建築物の長寿命化修繕 

箇所 内容 

外部仕上げ 
屋上防水の更新、断熱化、外壁の再塗布、断熱効果向上、外

部開口部の更新、遮熱化、外部鉄部の再塗装 

内部仕上げ 
フローリングブロックの研磨及び塗装、内壁、床、天井の更

新、老朽化の著しい箇所の修繕 

電気設備 
受変電機器の更新、照明等機器の更新（LED化）、老朽化の著

しい箇所の修繕 

給排水設備 
給排水管の更新、ポンプ等機器の更新、衛生機器の更新（節

水タイプ化）、老朽化の著しい箇所の修繕 

空調設備 空調等機器の更新、老朽化の著しい箇所の修繕 

 

  

予防保全的な修繕 
(長寿命化修繕の６割程度) 

 

20 40 60 80年 

長寿命化修繕 
（更新の６割程度） 

更新 

予防保全的な修繕 
(長寿命化修繕の６割程度) 

 

 

80年間 

竣工 

建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う。 

費用 
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オ 修繕単価 

予防保全的な修繕及び長寿命化修繕の単価については、次の表のとおりです。また、この

単価を上限として実施します。 

図表 4-15 公共建築物の修繕単価 

区分 予防保全的な修繕 長寿命化修繕 

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施

設、行政系施設、病院施設 
15万円/㎡ 25万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設、保健・

福祉施設、処理施設、下水道施設、その他 
12万円/㎡ 20万円/㎡ 

学校教育系施設、子育て支援施設、公園施設 10万円/㎡ 17万円/㎡ 

公営住宅 10万円/㎡ 17万円/㎡ 

 

 

 

図表 4-16 公共建築物の更新費用等の試算（予防保全的な管理） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)市民病院は企業会計のため、グラフに含めていない。 
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今後 40 年間における 

1 年当たりの整備額は、 

平均 15.3 億円 

今後 40 年間の更新費用総額  612.8 億円 

年平均   15.3 億円 

約 31.9%のコスト削減 
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(2)インフラ資産・道路（舗装） 

道路（舗装）の長寿命化は、以下の「Ｂ 合理的な管理水準の設定による管理」により試算

しました。 

① 試算条件 

ア 更新単価 

更新単価は、一般的な市道の切削オーバーレイ＊を想定し、試算ソフトと同じ単価（4,700

円/㎡）を使用します。 

イ 耐用年数 

道路（舗装）の耐用年数は、交通区分（大型車交通量）によって異なるため、便宜上、幹

線道路（１級、２級市道）と生活道路（その他市道）に分けて設定します。 

・ 幹線道路…長寿命化前と同様に、総務省から提供される「試算ソ

フト」の考え方に基づき、15年で設定します。 

・ 生活道路…幹線道路の２倍程度と想定し、30年と設定します。 

 

(3)インフラ資産・橋りょう 

① 試算条件 

橋りょうの長寿命化は、「みよし市橋梁長寿命化修繕計画 」(令和４(2022)年 12 月修正)

に基づき、「Ａ 予防保全的な管理」により試算しました。長寿命化修繕計画の対象となる橋

りょうは、92橋となります。今後 40 年間の補修費（詳細設計費等を除く。）は、事後保全

的な管理の 20.8 億円に対し、予防保全的な管理では、15.1 億円となり、5.7 億円（27.4％）

の縮減が見込まれる結果となりました。 

 

図表 4-17 インフラ資産（橋りょう）の試算条件 

                       橋りょう数          延長      

      長寿命化修繕計画対象の橋りょう      92 橋             1,819.0ｍ 
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(4)インフラ資産・公園、河川、防火水槽、プール 

① 試算条件 

公園、河川、防火水槽、プールの４分野については、以下の理由のため、「Ｃ 事後保全的

な管理」により試算しました。 

 

図表 4-18 インフラ資産（公園、河川、防火水槽、プール）の試算条件 

分野 理由 

公園 
長寿命化対策によるライフサイクルコスト＊（以下「LCC」と

いう。）の縮減効果が他の分野より期待できない 

河川 
ブロック積護岸等の構造物は、長寿命化の考えを適用するこ

とが困難である 

防火水槽 

防火水槽及び耐震性貯水槽は、個別の長寿命化計画がなく、

現段階では地下構造物に対して長寿命化の考えを適用するこ

とが困難である 

プール 
施設の主体部である躯体（水槽部）は、現段階で長寿命化の

考えを適用することが困難である 

 

 

(5)下水道施設（企業会計） 

① 試算条件 

下水道施設の長寿命化は、「みよし市公共下水道ストックマネジメント計画 」(令和３(2021)

年３月策定)に基づき、「Ｂ 合理的な管理水準の設定による管理」により試算しました。 

下水道管の法定耐用年数は 50年ですが、一般的な埋設環境や汚水の状況によっては、より長

期にわたって使用できると考えられています。 

国土交通省の「下水道施設のストックマネジメント手法に関する手引き（案）」（平成 23 年

9 月）では、目標耐用年数を法定耐用年数の 1.5 倍（＝75年）としている事例が紹介されてお

り、本市のストックマネジメント計画における長寿命化の試算では、目標耐用年数を 75年とし

ていることから、本計画においても目標耐用年数を 75年とし、本計画の計画期間である 40 年

間の試算を行いました。 

 

 

図表 4-19 インフラ資産の耐用年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「下水道施設のストックマネジメント手法に関する手引き（案）」 

 

〈目標耐用年数の設定例〉 

・50 年（標準耐用年数） 

・75 年（過去の実績を踏まえ、目標耐用年数の 1.5 倍と設定 

目標耐用年数の決め方には、標準耐用年数とする方法、過去の実績や LCC を考慮し

て設定する方法がある。 
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(6)インフラ資産（一般会計）の試算結果 

 

図表 4-20 インフラ資産（一般会計）の更新費用等の試算結果（予防保全的な管理） 

 

 

(注)下水道は企業会計のため、グラフに含めていない。 
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(7)将来的な更新費用                

① 一般会計（公共建築物＋インフラ資産）の試算結果（総務省単価） 

公共施設等の試算結果として、今後 40年間で必要となる将来コストは 955.4 億円、１年当

たりの整備額は 23.9 億円と試算しました。 

長寿命化を図ることにより、事後保全的な管理による更新費用等の試算結果（P.20）と比

較して、今後 40 年間で 378.2 億円、１年当たりの整備額では 9.5 億円のコスト縮減（△

28.4％）を図ることが可能となります。 

 

図表 4-21 一般会計（公共建築物＋インフラ資産）の更新費用等の試算 

 

(注)下水道と市民病院は企業会計のため、グラフに含めていない。 

 

 

② 物価高騰を考慮した一般会計（公共建築物＋インフラ資産）の試算結果 

近年は、国際的な原材料価格の高騰などにより、急激に物価が上昇しているため、総務省

単価による試算に加え、物価上昇を考慮したコストの検証を行います。 

一般社団法人建設物価調査会の建設資材物価指数によると、建築部門物価は令和７(2025)

年２月時点で平成 27(2015)年の平均から約 140.9％上昇していることから、総務省単価によ

る試算結果に 1.4 を乗じた場合、事後保全的な管理による更新費用等は 1,867 億円、１年当

たりの整備額は 46.7 億円、長寿命化を図ることによる更新費用等は 1,337.6 億円、1年当た

りの整備額は 33.4 億円となり、今後 40年間で 529.4 億円、1年当たりの整備額では 13.2 億

円のコスト縮減（△28.4％）を図ることが可能となります。 
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③ 下水道事業会計の試算結果 

下水道の長寿命化は、「みよし市公共下水道ストックマネジメント計画 」(令和３(2021)

年３月修正)に基づき試算した結果は以下のとおりです。今後 40年間で必要となる将来コス

トは 243.7 億円となり、１年当たりの整備額は 6.1 億円と試算しました。 

長寿命化を図ることにより、事後保全的な管理による更新費用等の試算結果（P.21）と比

較して、今後 40 年間で 399.9 億円、１年当たりの整備額では 10.0 億円のコスト縮減（△

62.1％）を図ることが可能となります。ただし、この費用は既存施設の更新分のみであるた

め、新規整備を行えば、それに関わる費用が必要となります。 

 

 

 

図表 4-22 下水道事業会計の更新費用の試算 
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40 年間整備額 243.7 億円 

今後 40 年間における 
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平均 6.1 億円 
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④ 病院事業会計の試算結果 

みよし市民病院の長寿命化は、「みよし市民病院個別施設計画」(令和２(2020)年３月策

定)に基づき試算した結果は以下のとおりです。今後 40年間で必要となる将来コストは 18.9

億円となり、１年当たりの整備額は 0.5 億円と試算しました。 

長寿命化を図ることにより、事後保全的な管理による更新費用等の試算結果（P.21）と比

較して、今後 40 年間で 42.8 億円、１年当たりの整備額では 1.1 億円のコスト縮減（△

69.4％）を図ることが可能となります。 

 

図表 4-23 病院事業会計の更新費用の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 予防保全的な管理に変換した場合の縮減効果 

従来の事後保全的な管理から「予防保全的な管理」に管理方針を転換した場合、総額

529.4 億円（総務省単価 378.2 億円、約 28.4％）のコスト縮減効果の見込みが確認できまし

た。 

図表 4-24 コストの縮減効果 
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5.公共施設の課題、基本認識 

5-1 愛知県内の関係市町比較分析 

愛知県人口動向調査結果をもとに、本市の公共建築物の整備状況について、愛知県内の名

古屋市を除いた 36市に近隣自治体である東郷町を加えた 37市町との比較を行いました。 

本市の住民 1人当たりの公共建築物の延床面積は 3.86 であり、愛知県内の平均値 3.20 ㎡

よりも多い状況にあります。 

図表 5-1 愛知県内の関係市町の一覧 

市町 人口(人) 
※令和 6(2024).4.1 

市域面積 
（km²） 

人口密度 
（人/km²） 

公共建築物 
の延床面積 
（km²） 

住民 1人当たり 
の公共建築物の 
延床面積（㎡/人） 

新城市 41,700  499.23  83.5  277,592  6.66 

田原市 56,889  191.11  297.7  375,799  6.61 

常滑市 58,217  55.90  1,041.4  245,919  4.22 

豊田市 415,099  918.32  452.0  1,715,773  4.13 

みよし市 61,380  32.19  1,906.8 236,747  3.86 

弥富市 42,268  49.26  858.1  162,672  3.85 

愛西市 59,027  66.68  885.2  222,971  3.78 

蒲郡市 77,680  56.96  1,363.8  293,392  3.78 

刈谷市 153,495  50.39  3,046.1  574,312  3.74 

豊橋市 363,441  262.00  1,387.2  1,274,040  3.51 

津島市 58,944  25.09  2,349.3  202,487  3.44 

豊川市 183,947  161.14  1,141.5  629,042  3.42 

半田市 115,073  47.42  2,426.7  387,303  3.37 

知多市 82,209  45.90  1,791.0  275,339  3.35 

碧南市 71,842  36.68  1,958.6  237,728  3.31 

西尾市 167,431  161.22  1,038.5  537,032  3.21 

稲沢市 131,617  79.35  1,658.7  401,135  3.05 

岡崎市 381,388  387.20  985.0  1,146,554  3.01 

あま市 85,609  27.49  3,114.2  256,470  3.00 

小牧市 145,561  62.81  2,317.5  435,215  2.99 

安城市 185,859  86.05  2,159.9  552,496  2.97 

東海市 112,245  43.43  2,584.5  331,582  2.95 

清須市 66,647  17.35  3,841.3  191,937  2.88 

一宮市 373,354  113.82  3,280.2  1,068,017  2.86 

長久手市 61,215  21.55  2,840.6  165,867  2.71 

大府市 93,143  33.66  2,767.2  250,080  2.68 

犬山市 71,142  74.90  949.8  190,517  2.68 

東郷町 43,778  18.03  2,428.1  111,334  2.54 

瀬戸市 125,564  111.40  1,127.1  318,880  2.54 

高浜市 46,122  13.11  3,518.1  111,220  2.41 

春日井市 303,977  92.78  3,276.3  723,194  2.38 

豊明市 68,289  23.22  2,941.0  160,502  2.35 

北名古屋市 86,085  18.37  4,686.2  198,606  2.31 

尾張旭市 83,115  21.03  3,952.2  191,633  2.31 

江南市 96,281  30.20  3,188.1  217,235  2.26 

知立市 72,213  16.31  4,427.5  158,925  2.20 

岩倉市 47,572  10.47  4,543.6  104,315  2.19 

日進市 93,005  34.91  2,664.1  199,288  2.14 

平均 125,853  105.18  2,244.2 398,241  3.20 

出典：人口：みよし市は住民基本台帳、その他の市町は愛知県人口動向調査結果（令和６(2024)年４月） 

市域面積：国土地理院全国都道府県市町村別面積調（令和６(2024)年１月１日時点） 

公共建築物の延床面積：みよし市は本計画面積、その他の市は総務省公共施設状況調経年比較表を基に作成  
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5-2 公共施設等をとりまく課題の認識 

本市が保有する公共施設等について、現在の保有状況や更新費用の試算をはじめとした将

来の見込みを踏まえて、公共建築物とインフラ資産それぞれについて中長期的に次のような

課題があります。 

 

(1)公共建築物における課題 

① 品質面の課題 

ア 老朽化による安全性の低下 

現在、築 30 年以上の公共建築物の占める割合は 60.3％ですが、10 年後には 79.5％まで高

まり、施設の老朽化が急速に進みます。建築物は築 30年程度経過すると、老朽化に伴う外壁

工事や内部改修等の大規模改修工事が必要となってきます。大規模改修を実施しないと、耐

用年数まで施設の良好な状態を維持できなくなることが懸念されます。 

また、公共建築物の多くは、避難所として指定していることもあり（広域避難場所兼避難

所など 15箇所（県有建築物を除く））、利用者の安全性確保を最優先とし、より快適に利用

していただくための計画的な維持管理や設備更新等を行う必要があります。 

 

 

 

 

イ 計画的な予防保全 

令和２(2020)年度に各公共施設の個別施設計画が策定されており、この計画に基づき、予

防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施し、安全安心な施設を維持していくことが求められま

す。また、定期的な点検や修繕履歴の蓄積を行うことにより、施設の現状を適正に把握し、

今後必要となる修繕と必要コスト等を検討したうえで、随時、個別施設計画を見直していく

必要があります。 

 

② 財政面の課題 

ア 財政の圧迫等の課題に対応した資産活用やコスト削減の必要性 

市税収入の今後の見通しが厳しいなか、老年人口の増加による扶助費の増加が、財政を圧

迫する懸念があります。そのため、保有する資産の活用や効率的な維持管理によるコスト削

減を行う必要があります。 

 

イ 修繕、更新費用の集中 

各施設の個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕の費用について、一時

的な集中を避けるため、費用の平準化を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

○広域避難場所兼避難所 

市内小中学校（12箇所） 

三好公園総合体育館 

勤労文化会館（カネヨシプレイス） 

○指定一時避難場所兼避難所 

おかよし交流センター 
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③ 供給面の課題 

ア 将来人口推計からみた行政ニーズの変化への対応の必要性 

将来人口推計では令和 29(2047)年頃まで人口が増加する見込みですが、国や県が既に人口

減少となるなか、本市においても、少子高齢化が着実に進むことが想定されます。少子高齢

社会による行政ニーズの変化に対応するために、中長期的視点に立った施設保有の最適化や

ニーズに合わせた供給を行う必要があります。 

 

イ 施設機能の重複 

公共施設は、それぞれ行政目的を持って整備されますが、所管課が掲げる設置目的は異な

るものの、施設（部屋）の機能や利用実態（目的）が類似・重複している場合があります。

令和６(2024)年度に実施した市民アンケートの結果でも、こうした施設の複合化・集約化に

賛成の意見が多くなっており、同機能を持つ施設について、利用実態や施設状況を踏まえ、

複合化・集約化も含めたサービス提供のあり方を見直す必要があります。 

 

(2)インフラ資産における課題 

① 品質面の課題（現状把握） 

橋りょう等は定期点検が実施され、施設の健全度等を把握できています。しかし、定期点

検を実施していない施設は、数量は把握していても施設の健全度等が把握されていません。

今後は効果的、効率的な維持保全を行うために、道路や公園など資産ごとの機能や特性を踏

まえ、定期点検による劣化の現状把握を行う必要があります。 

 

② 財政面の課題（今後の維持保全に要する経費の増加） 

現在のインフラ資産の総量を維持し続け、標準的な耐用年数で更新を行った場合、今後 40

年間で 434.6 億円、年平均 10.9 億円の財源が必要となります。本市では平成２(1990)年以降

の急速な人口増加に合わせて、下水道や公園等の数多くのインフラ資産が整備されました。

また、維持管理に関しては、壊れたら直す事後保全的な管理方法を行ってきました。一方、

将来的に厳しい財政状況のもと、これらのインフラ資産の老朽化対策に必要となる維持管理

費が増大することが予想され、インフラ資産の品質の低下が懸念されます。 
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6.公共施設等の管理に関する基本的な考え方  

6-1 計画期間の設定 

市が保有している公共施設等を今後も維持すると仮定した場合、高度成長期の昭和 40 年代

以降に建設された大量の建物等が、令和 32(2050)年ごろより更新時期を迎えます。また、人

口の増加も令和 29(2047)年頃にはピークを迎え、その後は減少傾向で財源が圧迫されること

が考えられます。本計画では、これらの状況を見据えた長期的な計画とするため、計画期間

を 40年間とします。 

 

 

図表 6-1 築年別用途別延床面積   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図表 6-2 みよし市の将来人口の推移（推計値） 
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長寿命化を実施し、建物の耐用年数を 80 年とした場合、更新費用のピークは 50 年後から 60 年後までの間となります。 

計画期間 ： 令和８(2026)年度 ～ 令和 47(2065)年度 【40 年間】 

 

出典：第 2 次みよし市総合計画 後期基本計画 
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昭
和

62(1987)
昭
和

63(1988)
平
成
元

(1989)
平
成

2(1990)
平
成

3(1991)
平
成

4(1992)
平
成

5(1993)
平
成

6(1994)
平
成

7(1995)
平
成

8(1996)
平
成

9(1997)
平
成

10(1998)
平
成

11(1999)
平
成

12(2000)
平
成

13(2001)
平
成

14(2002)
平
成

15(2003)
平
成

16(2004)
平
成

17(2005)
平
成

18(2006)
平
成

19(2007)
平
成

20(2008)
平
成

21(2009)
平
成

22(2010)
平
成

23(2011)
平
成

24(2012)
平
成

25(2013)
平
成

26(2014)
平
成

27(2015)
平
成

28(2016)
平
成

29(2017)
平
成

30(2018)
令
和
元

(2019)
令
和

2(2020)
令
和

3(2021)
令
和

4(2022)
令
和

5(2023)
令
和

6(2024)
令
和

7(2025)

集会施設 文化施設 その他市民文化施設 図書館 博物館等 スポーツ施設

産業系施設 学校 その他教育施設 保育園 幼児・児童施設 高齢福祉施設

障がい福祉施設 保健施設 庁舎等 消防施設 公営住宅 公園施設

処理施設 下水道施設 病院施設 その他

三好公園 

総合体育館 
みよし市民病院 

みよし市勤労文化会館 

（㎡） 

（年度） 

みよし市役所 

 

10 年未満 10～20年 20～30年 30～40年 40 年～ 

みよし市図書館学習 

交流プラザ（サンライブ） 

面
積 

おかよし交流センター 
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6-2 基本方針 

公共施設等をとりまく課題を解決し、将来にわたって継続的に公共サービスを提供するた

め、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設等の管理に関する基本方針 

・ 施設の総量については、将来の人口推計や財政状況を見据え、中長期的には施設

の総量を最適化し、多様な市民ニーズに応えるための資産の有効活用に向けた取

組を拡大します。 

・ 市民ニーズの変化等から、新たなまちづくりに伴い公共施設等が必要となる場

合、安易な新規整備は行わず、既存の施設の活用や用途変更による転用などの可

能性について検討します。また、公共施設等の建替えや長寿命化修繕時に現状の

まま更新することが不適当と判断される施設は、複合化や多機能化＊などの手法を

検討します。 

・ 費用面の抑制効果だけでなく、ワンストップサービスの提供や他世代間交流の推

進など、複合・集約化を実施可能な施設相互のバランス・相性を考慮し、既存土

地及び建物を最大限に有効活用していくことを検討します。 

・ PFI＊＊等の民間事業者等の資金やノウハウについて、本市でも導入可能な事例を

積極的に取込むなど、資産活用のさまざまな手法を検討していくとともに、低・

未利用の土地、施設の余裕部分などの利活用等の取組を拡大します。 

・市民のニーズや利便性を考慮した施設の配置と規模の検討や、施設が立地する地

域の他の公共施設の利用状況、建築条件なども踏まえ、市全体や隣接市町も含め

た広域的観点による施設の整備・活用手法を検討します。 

・ 公共施設等の劣化状況を把握し、計画的な保全を行い、機能停止を未然に防ぐ「予防

保全」による施設の長寿命化を推進し、財政負担の縮減・平準化に取り組みます。 

・ メンテナンスサイクル＜定期点検→診断→修繕→記録→定期点検＞を構築し、得られ

た情報を基に、施設の長寿命化に向けた対策を行います。 

 

・ 公共施設等を安心して利用していただくため、施設の安全性を確保していきます。

公共施設等は、社会インフラや行政サービス、地域コミュニティの拠点としての機能

により、市民のくらしを支えるほか、災害時には避難ルートや避難所、備蓄倉庫な

ど、市民の命を守るための防災機能としての役割もあります。それらの役割を安定的

に果たすため、定期点検を実施し、老朽化や耐震化、防災機能の向上等に取り組みま

す。 

・ 各施設ごとに策定した個別施設計画に基づき、安全安心な施設を目指し、適正な維

持管理及び運営を実施していきます。 

 

１ 将来にわたり安全安心な公共施設等の確保 

２ 

３ 

計画的な保全による施設の長寿命化 
 

施設保有量の最適化（総量）と有効活用 
 

＊複合化や多機能化：機能が異なる複数の公共施設を 1つの施設に合わせて整備すること。また、単機能の施設に新たな  

機能を持たせること。 

＊＊PFI：公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間 

主導で行うこと。（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 
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6-3 公共建築物・インフラ資産ごとの考え方 

公共建築物と土木構造物であるインフラ資産は、保有する機能や維持管理手法が大きく異

なります。そのため、公共建築物とインフラ資産に分け、現状の維持管理や運営上の問題も

踏まえ、基本方針に基づく考え方を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

● 共 通 

・ 多くの施設で老朽化が顕在化し、安全性や快適性を維持するための対策が必要です。 

・ 施設の老朽化に伴い、維持修繕費が増加傾向を示しています。 

・ 一部の施設では、既に指定管理者制度＊の導入や施設管理業務委託の包括的民間委託＊＊な

ど維持管理や施設運営の効率化を図っていますが、さらなる効率化に向けた検討が必要で

す。 

・ 利用者が少なく、稼働率が低い貸室のある施設については、運営面も含めた検討が必要

です。 
 

● 個別の分野 

・「集会施設」は、関連施設である児童館や老人憩いの家などを含めると、地区により整備

時期や整備数が不均一な状態となっています。 

・「学校」は、将来的に、児童・生徒数の減少が懸念される校区がある一方で、教室の不足

が懸念される校区があります。 

・「保育園」は、将来的に、園児数の減少が懸念される地区にある園があります。 

 

 

 

● 共 通 

・ 各施設ごとに策定した個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

し、施設の長寿命化を図るとともに LCCの縮減を図ります。 

・ 老朽化により施設の安全性が損なわれないよう、利用者の安全確保の観点から施設の定期

点検を実施します。点検により発見した損傷は、必要性を踏まえ早期に修繕します。 

・ 施設の更新に際しては、利用状況や機能を考慮した上で複合施設での更新を検討し、サー

ビスの向上と管理・運営の効率化を図ります。 

・ 施設の管理体制においては、指定管理者制度の施設横断的な導入や、PPP/PFI等の民間事

業者の資金やノウハウの活用などについて、適用の拡大や見直しを検討し、施設運営の効

率化を図ります。 

・ 利用者の増加や貸館の稼働率の増加に向け、運営面の見直しに加え、他施設との連携を図

ります。 
 

● 個別の分野 

・「集会施設」は、他施設の今後の整備状況に合わせて、同種機能を有する施設との集約や

時代のニーズに応じた用途変更を検討していきます。 

・「学校」は、児童・生徒数の将来推計を行い、必要となるサービスやその期間を把握した

上で、施設の整備や効率的な活用について検討します。 

・「保育園」は、定員数の増減に柔軟に対応できるよう民間移譲を検討します。 

考 え 方 
 

１ 公共建築物 

＊指定管理者制度：平成 15(2003)年の地方自治法の一部改正により導入された制度のことで、民間の事業者、NPO 法人などを 

含めた広い範囲の団体から公募し、事業計画や収支計画などの提案内容から判断して、施設の管理者を決 

めていくことができるようになった。PPP の一つである。 

＊＊包括的民間委託：複数施設の維持管理などの業務をとりまとめることにより効率化を図ること。PPP の一つである。 

維持管理、運営上の問題 
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● 共 通 

・ 多くのインフラ資産で老朽化が顕在化し、都市基盤としての機能や安全性を維持するため

の対策が必要です。 

・ インフラ資産の老朽化に伴い、維持修繕費や更新費が増加傾向を示しています。 

・ 多発する自然災害から市民の生活を守るための防災・減災対策として、インフラ資産の適

切な維持管理が必要です。 
 

● 個別の分野 

・「道路」は、大型車混入率が高い路線において、修繕を必要とする舗装が増加傾向にあり

ます。また、老朽化した「橋りょう」も増加しています。 

・「河川」は、大雨の際に未改修の河川において、氾濫の発生が危惧されています。 

・「下水道施設」は、管路内への樹木の根の侵入や油脂類の固着等による管の閉塞が問題と

なっています。 

 

２ インフラ資産 

 

● 共 通 

・ 定期点検の確実な実施やその結果をもとにした修繕を行い、市民に安全で快適な都市基盤

を提供します。 

・ 所管省庁の指針やガイドラインに沿って、分野ごとに長寿命化計画などの個別施設計画を

策定します。また、予防保全的な維持管理の実施により、LCCの縮減を図ります。 

・ メンテナンスサイクル＜定期点検→診断→修繕→記録→定期点検＞の構築により、健全度

を維持します。また、点検・修繕記録を今後の修繕計画や耐用年数の予測などに活用しま

す。 
 

● 個別の分野 

・「道路」は、大型車交通へ対応するために、修繕時に舗装構成の見直しを行うことを推進し

ます。 

・「橋りょう」は、策定済の橋梁長寿命化修繕計画を確実に推進し、長寿命化に向けて、計画

的に修繕を行います。 

・「河川」は、改修計画に基づく河川改修の実施や、定期的な草刈、浚渫
しゅんせつ

＊を行い、浸水被害

の防止に努めます。 

・「下水道施設」は、管路の閉塞等の障害が頻繁に発生する箇所について、カメラによる調査

などを定期的に実施し、閉塞を未然に防ぐ取組を推進していきます。 

維持管理、運営上の問題 
 

考 え 方 
 

＊ 浚 渫
しゅんせつ

：河川、湖沼、ダム湖などの底に堆積している土砂や底質汚泥を機械的に除去すること。 
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6-4 実施方針 

今後、中長期にわたって、公共建築物及びインフラ資産を適切に維持管理、保有していく

ために重要となる 12 の事項について、それぞれ実施方針を示します。 

 

(1)点検・診断等の実施方針 

公共建築物は、建築の専門技術者による継続的な点検を実施するとともに、施設の状態や

修繕履歴等の情報を記録及び蓄積し、個別施設計画策定の基礎資料とします。 

インフラ資産は、国の点検に関する指針等に基づき、専門技術者による施設の点検を定期

的に行い、得られた診断結果は各施設の個別施設計画見直しの基礎資料とします。 

 

(2)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共建築物は、個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管理・修繕・更新等を実施し

ます。 

インフラ資産は、本計画の基本方針に基づき、長寿命化計画などの個別施設計画の策定及

び見直しを実施し、適切な維持管理・修繕・更新を実施することにより、効率的に施設健全

度を確保します。 

公共建築物及びインフラ資産の点検・診断等の実施結果により、現状、予防保全で対応可

能な管理水準以下の状態にある施設は、早期に対応を実施し、予防保全で対応可能な管理水

準以上の状態まで改善していきます。 

 

(3)安全確保の実施方針 

危険性が高いと診断された施設は、施設重要度も勘案し、安全安心に利用できるように優

先度が高い施設から維持修繕等の対策を講じます。 

道路の陥没、コンクリート構造物の小片剥落等の危険性が考えられる施設は、市民の安全

確保を最優先し、速やかに修繕工事や利用規制等の対処を行います。 

 

(4)耐震化の実施方針 

公共建築物のうち、多数の者が利用する施設については、ほとんどの施設で耐震化が終了

しています。今後は、非構造部材（吊り天井や照明器具など）の耐震化を進めます。 

ライフラインに直結するインフラ資産は、地震時でも施設の早期復旧を図るため、橋りょ

うや管路等の耐震化を計画的に進めます。 

 

(5)長寿命化の推進方針 

個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施し、建築後 80年

利用できるよう長寿命化を図ります。 

個別施設計画において長寿命化に関する計画を定め、計画的に予防保全的な管理を実施す 

ることで施設を延命化し、LCC 縮減と経費の平準化を図ります。 
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(6)ユニバーサルデザイン化の推進方針 

子ども、高齢者、障がい者を始め、様々な方が安心して利用できる施設とするため、施設

の建築・改修に当たっては、バリアフリー化や分かりやすい案内表示の設置など、ユニバー

サルデザインの考え方を取り入れ、誰もが利用しやすい施設を目指します。 

 

(7)脱炭素化の推進方針 

2050 年までに CO2 排出量実質「ゼロ」を目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえ、令

和６(2024)年度策定の「みよし市ゼロカーボン推進計画」と整合を図り、公共建築物の予防

保全的な修繕や長寿命化修繕の際に、LED 化を推進していくとともに、公共建築物の更新時

には、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化を推進します。 

また、再生可能エネルギー由来の電力への切替による温室効果ガス削減及びペロブスカイ

ト太陽電池を活用した太陽光発電設備の導入など、新技術の活用を検討していきます。 

 

(8)統合や廃止の推進方針 

公共建築物の大規模改修や更新にあたっては、現状規模の維持を前提とせず、施設の複合

化、集約化、廃止を検討し、保有総量や維持管理コストの縮減を図ります。 

人口や都市構造の変化を踏まえて、将来に向けて必要な機能を整理し、施設間で重複する

部分の整理や共有を図り、地域住民や施設利用者の声も反映した施設の配置と規模となるよ

う、施設整備に努めます。 

 

ア 複合化、集約化の基本的な考え方 

施設に求められる機能、設備、間取り等は、人々の生活様式に合わせて変化しており、施

設の利用方法も多様化しつつあります。このため、既存の施設をこの先の将来にわたって長

く利用し続けるためには、現代人のライフスタイルに合った使いやすい空間への改修も必要

となっています。 

一方、大規模改修は施設の長寿命化や設備の更新により、快適さ、利用しやすさの向上に

つながるものの、スペースや間取りに関する制約があります。 

特に、地区の集会機能を有する施設にとっては、このような課題は共通していると考えら

れますので、施設の大規模改修を実施する際には、他の施設との機能の集約や連携を多角的

に検討するなど、施設単独ではなく、複数の施設との再編を含めた施設整備を検討していき

ます。 

その上で、施設環境の高度化、賑わいなどを創出し、利用者間の交流の促進など、施設間

の相乗効果も検討し、地区における核となる施設の維持を目指すなかで、これまで別施設と

して整備されてきた地区の集会機能を有する施設については、利用状況や老朽化状況を踏ま

え複合化・集約化を検討していきます。 

 

イ 廃止の基本的な考え方 

公共建築物の廃止では、利用状況の低い施設で、老朽化の進んだ施設は廃止を検討しま

す。利用状況の高い施設は、施設にかかるコストの削減はできても施設配置の偏りによっ

て、市民の利便性を損なったり、地域の活性化にそぐわない施設配置になる可能性がありま

す。よって、施設単体で廃止を考えるのではなく、その施設が地域において果たす役割を考

慮するとともに、広域的な観点で適正な配置や規模となるよう努めます。 
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ウ 複合化、集約化、廃止のメリット・デメリットの検証 

機能の異なる施設を複合化、集約化、廃止することにより、管理・運営のための人員及び

ランニングコストの削減、利用者の利便性の向上が期待できます。 

また、複合化や集約化によって生じる、交通面での利便性の低下など、デメリットについ

ても十分に検証した上で検討していきます。 
 

エ 用途転用及び無償譲渡 

利用状況の低い施設で、耐用年数に余裕のある施設については、施設の用途転用を検討

し、地区施設として存続の要望等がある場合、行政区への無償譲渡や使用貸借による行政区

管理施設への移行を検討します。 
 

(9)総合的かつ計画的な管理の実施体制 

施設の老朽化等により更新の必要性が生じた施設については、施設の廃止、複合化、集約

化等について幅広く検討するため、所管課を始め、施設マネジメント推進室及び他部局も含

めた全庁横断的な計画推進体制を構築し、点検等から得られた施設情報を一元的に管理する

ことにより、効率的な維持管理を実施します。 

LCC を最小化するため、施設分野に捉われない包括発注の実施や関連業務の連携など、効

率化施策を実施するための体制構築について検討します。 
 

(10)数値目標 

今後 40 年間の更新費用等について、事後保全型の改修及び更新の場合の試算 1,867 億円

（総務省単価：1,333.6 億円）から、長寿命化及び予防保全の実施を盛り込んだ個別施設計

画の反映による試算 1,337.6 億円（総務省単価：955.4 億円）まで削減することを計画して

います。 

なお、長寿命化及び予防保全によるコストの削減に加えて、延床面積について、行政サー

ビスの水準が低下しないよう配慮しつつ、削減を検討していきます。 

本市では、学校及び市営住宅は当面の間、施設を維持していく必要があることから、それ

らを除く延床面積 113,613 ㎡の 15％となる約 17,042 ㎡の削減を検討します。 

ただし、現状で本市は人口増加局面にあり、本市が人口減少局面に突入すると推計されて

いる令和 30(2048)年度においては、施設利用形態、市民ニーズ等に変化が生じる可能性が高

いことから、延床面積については暫定目標とし、今後の社会状況の変化に応じて、適宜見直

しを行っていくものとします。 
 

(11)地方公会計の活用 

公共施設等の基礎情報の整理は、統一的な基準による財務書類及び固定資産台帳の情報を

活用していきます。固定資産台帳の情報については、所管課からの正確な情報収集に努め、

適切に整備を進めていきます。 
 

(12)広域連携 

施設の更新を検討する際は、本市単独での施設更新に限らず、近隣市町村との同一料金に

よる施設相互利用など、広域連携の可能性を検討していきます。 
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7.施設類型ごとの管理に関する基本的な方針  

7-1 集会施設 

施設数 22 運営形態 直営：22 

施設内容 

○１カリヨンハウス、○２おかよし交流センター、 

○３みなよし交流センター、○４三好上公民館、 

○５三好下公民館、○６明知上公民館、○７明知下公民館、 

○８打越公民館、○９莇生公民館、○10黒笹公民館、○11高嶺公民館、 

○12莇生南集会所、○13旭の家、○14三好丘集会所、 

○15三好丘旭集会所、○16三好丘桜集会所、○17三好丘緑集会所、 

○18上ヶ池集会所（上ヶ池会館サンフレンド）、 

○19新屋集会所（ミレニアム東山台）、 

○20東山集会所（サンヴィッツ宝栄）、 

○21高嶺集会所(高嶺会館サンファミリー）、 

○22平池集会所（平池会館サンピース） 

総延床面積 13,824.03 ㎡ 

概要 

・集会施設は、カリヨンハウス、おかよし交流センター、みなよし交流センター、

各行政区の公民館及び集会所の 22施設で構成されています。 

・カリヨンハウスは、地域交流の拠点として設置され、図書の貸出、住民票等の各

種証明書の発行等を行っています。 

・おかよし交流センターは、市内初の地区拠点施設として設置され、令和７

(2025)年度に新たな地区拠点施設として、みなよし交流センターが設置されま

した。 

・公民館及び集会所は、行政区や地区コミュニティ推進協議会等の地区コミュニ

ティ活動の拠点として利用されています。  
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 57.1%と多く、大

規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇経過年数に比べ、良好に維持されている施設が多いものの、経過年

数 30～40 年のカリヨンハウス、三好丘集会所で劣化が進行してお

り、適切な改修等を行う必要があります。 

利用状況 

利用者数 

〇カリヨンハウス、おかよし交流センターは１日当りの利用者数が比

較的多くなっていますが、公民館、集会所については、極端に利用

者数の少ない集会所、利用状況が確認できない集会所もあり、利用

実態の正確な把握とともに必要性も含め検討する必要があります。 

貸館稼働率 

〇おかよし交流センターの多目的練習室や講座室などは稼働率が高い

一方、多目的ホールや会議室は稼働率が低くなっており、運用方法

も含め検討していく必要があります。また、おかよし交流センター

では、多目的ホールよりも講座室や多目的練習室の稼働率が高く

なっており、比較的少人数の団体利用が多いことが伺えます。 

〇カリヨンハウスは、イベントスペース以外は、比較的高い稼働率と

なっています。 
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現状・課題 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇カリヨンハウスの重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い

＋やや高い）が 27.4％、低い（低い＋やや低い）が 21.3％、満足度

は、満足（満足＋やや満足）が 20.0％、不満（不満＋やや不満）が

13.0％【重要度【高】満足度【低】】となっています。 

〇おかよし交流センターの重要度は、高い（高い＋やや高い）が

15.5％、低い（低い＋やや低い）が 24.0％、満足度は、満足（満足

＋やや満足）が 11.3％、不満（不満＋やや不満）が 9.8％ 【重要度

【低】満足度【低】】となっています。 

〇集会所の重要度は、高い（高い＋やや高い）が 17.5％、低い（低い

＋やや低い）が 24.7％、満足度は、満足（満足＋やや満足）が 10.3％、

不満（不満＋やや不満）が 11.0％ 【重要度【低】満足度【低】】と

なっています。 

〇公民館の重要度は、高い（高い＋やや高い）が 21.7％、低い（低い

＋やや低い）が 20.9％、満足度は、満足（満足＋やや満足）が 10.8％、

不満（不満＋やや不満）が 11.4％ 【重要度【低】満足度【低】】と

なっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価は、カリヨンハウスが

23.7％（７位/17施設)となる一方で、おかよし交流センターは8.0％

（14位/17 施設)となっています。 

〇公民館は、21.5％（９位/17 施設）となる一方、集会所は、12.6％

（12 位/17 施設)と、今後も維持していくべき施設としての評価は

若干低くなっているなか、「地域の生涯学習等の場となっている公

民館や児童館、老人憩いの家を複合化する」について実施すべきが

79.0％と高くなっていることから、市民アンケートの結果からは、

集会所や公民館について複合化や集約化を検討していくことが求

められています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一緒

になった場合、利用しない」とする方がみられることから、同種機

能を有する施設との複合・集約化に配慮する必要があります。また、

徒歩で利用される方が集会所等では多くなっており立地について

も配慮する必要があります。 

〇公民館、集会所についてはよく利用している（週１回以上）及び利

用している（月１回）を合計した割合が７割を超える施設が多いも

のの、施設により、週１回以上が多い施設と月１回以上が多い施設

に分かれています。よく利用している方の多い上ヶ池集会所や三好

上公民館の利用内容をみると、クラブ・サークル活動での利用が多

くなっており、こうした地域での文化活動が利用を促進していると

考えられます。 

その他 

〇比較的近年に建築されたおかよし交流センターを除き、老朽化が進

んだ施設が多くなっています。各行政区の地区活動の拠点となる施

設が多く、地区活動の継続・発展に重要な役割を果たしています。 

○一部施設は、照明の LED 化が完了しておらず、蛍光灯、水銀灯の生

産停止等に備え、対応が必要となっています。  
  

基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修繕

を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向けた維

持管理・修繕・更新等を実施します。 
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基本方針 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設は

ないものの、危険性のある（C 判定）とされた施設（カリヨンハウ

ス、莇生公民館、旭の家、三好丘集会所）について個別施設計画の

見直し、維持修繕等の前倒しも含め対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇カリヨンハウスは北部地区において市役所の窓口業務を一部実施し

ており、年間の証明書発行件数も多く、貸館業務についても比較的

高い稼働率となっています。また、子育てふれあい広場、地域包括

支援センター、ビジターセンター、図書コーナー等の多岐に渡る機

能が備わっていることから、需要は高く単独での維持を基本としま

す。 

〇おかよし交流センターは、北部地区における重要な地区活動の拠点

施設であることから、単独での維持を基本としていきますが、稼働

率が低いホール等の利用者拡大に向けた取組を検討します。 

〇集会所や公民館は、地区活動の重要拠点ではあるものの、児童館や

老人憩いの家等、機能が重複する施設も非常に多くなっています。

そのため、広域的な観点で適正な配置や規模となるよう、現在の利

用者の利便性に配慮しながら、更新や大規模改修の時期に合わせて

複合化 ・集約化 ・地域移管 （譲渡又は使用貸借）の検討を行います。

検討の際は、維持管理費を行政区が一部負担している地域の意見を

取り入れ、公共サービスが低下しない方策を検討します。 

〇新屋集会所（ミレニアム東山台）、莇生南集会所及び旭の家につい

ては、現状、管理費用を各行政区が負担しているため、複合化・集

約化等の対象とせず、地域の意見を取り入れながら、地域移管 （譲

渡）を検討していきます。  

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

1 1 カリヨンハウス   RC 2,492 S63 37 2 0 C B B B B 72.0 

2 2 おかよし交流センター   S 1,841 R1 6 2 0 A A A A A 100.0 

4 4 三好上公民館   RC 655 H5 32 2 0 A A B B B 84.3 

5 5 三好下公民館 
本館１―１、本館１
―２ RC 610 S44 56 2 0 B B B C C 66.1 

6 6 明知上公民館   RC 424 H7 30 2 0 A A B B B 84.3 

7 7 明知下公民館 
本館、倉庫、本館
（増築） RC 622 S42 58 2 0 B B B C C 66.1 

8 8 打越公民館   RC 337 H2 35 2 0 B B B B B 75.0 

9 9 莇生公民館   RC 457 S41 59 2 0 C B B C C 63.1 

10 10 黒笹公民館   RC 861 H7 30 2 0 B B B B B 75.0 

11 11 高嶺公民館 
本館１－１、本館１
－２ RC 295 S38 62 1 0 B B B C C 66.1 

12 12 莇生南集会所   S 68 S56 44 1 0 B B C C C 53.0 

13 13 旭の家   W・S 199 S51 49 1 0 C C B C C 53.1 

14 14 三好丘集会所   S 166 H3 34 1 0 C B B B B 72.0 

15 15 三好丘旭集会所   S 166 H5 32 1 0 B B B B B 75.0 

16 16 三好丘桜集会所   S 166 H6 31 1 0 B B B B B 75.0 

17 17 三好丘緑集会所   S 166 H6 31 1 0 B B B B B 75.0 

18 18 
上ヶ池集会所（上ヶ池会館

サンフレンド） 
  SRC 178 H6 31 1 0 B B B A B 78.3 

19 19 
新屋集会所（ミレニアム東

山台） 
  S 209 H12 25 1 0 B B B B B 75.0 

20 20 
東山集会所（サンヴィッツ

宝栄） 
  S 184 H11 26 1 0 B B B B B 75.0 

21 21 
高嶺集会所(高嶺会館サン

ファミリー） 
  S 177 H10 27 1 0 B B B B B 75.0 

22 22 
平池集会所（平池会館サン

ピース） 
  S 166 H9 28 1 0 A A B B B 84.3 
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7-2 文化施設 

施設数 ２ 運営形態 指定管理：２ 

施設内容 
○23勤労文化会館（カネヨシプレイス） 

○24ふるさと会館 

総延床面積 12,591.82 ㎡ 

概要 

・文化施設は、勤労文化会館（カネヨシプレイス）とふるさと会館の２施設で構成

されています。 

・両施設ともに指定管理者により運営、維持・管理を行っています。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 

〇両施設ともに 30年以上を経過していますが、令和２(2020)年度か

ら令和３（2021）年度にかけて、大規模改修実施済みとなってい

ます。 

劣化状況 

〇勤労文化会館（カネヨシプレイス）は、大規模改修などを行って

いるものの、雨漏り跡がみられるなど経年劣化が進んでおり、定

期点検の実施と予防保全による修繕を行う必要があります。 

利用状況 

利用者数 

〇勤労文化会館（カネヨシプレイス）は、開館１日当りの利用者数

が 300 人を超えているものの、施設そのものの収容可能なキャパ

シティを考慮すると、更なる利用促進を図っていく必要がありま

す。ふるさと会館については、利用者数が少なく、利活用方法に

改善が必要と考えられます。 

貸館稼働率 

〇研修室などの稼働率が高い一方、市民広場やふるさと会館の貸館

は稼働率が低くなっており、運用方法も含め検討していく必要が

あります。また、勤労文化会館 （カネヨシプレイス）の大ホール

及び小ホールよりもレセプションホールや研修室の稼働率が高

くなっていることから、本市の人口規模においては、大規模な

ホール等の施設以上に、中・小規模で比較的自由度の高い貸館の

需要の方が高いことが伺えます。 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇文化的な拠点施設である勤労文化会館（カネヨシプレイス）・ふ

るさと会館の重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋

やや高い）が 34.0％、低い（低い＋やや低い）が 13.3％、満足度

は、満足（満足＋やや満足）が 25.8％、不満（不満＋やや不満）

が 7.1％【重要度【高】満足度【高】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、勤労文化会

館・ふるさと会館は、38.1％（４位/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方はみられません。 

〇勤労文化会館（カネヨシプレイス）は、回答数が少ないものの時々

利用している（年に数回）と回答した方が最も多く、一定の利用

者数、稼働率があり、利用内容が講演会・展示会等が多いことか

ら、イベント利用が比較的多いことが想定されます。ふるさと会

館は、よく利用している（週 1回以上）、利用している（月 1回

以上）の合計で 61.6％となっており、定期的に利用している方が

多くなっています。 
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現状・課題 

評価 その他 

〇本市の文化的な拠点施設の一つとなっており、勤労文化会館（カ

ネヨシプレイス）の大ホール及び小ホールの機能は、市内でも代

替施設がないことから、利活用の面で有効に活用していく必要が

あります。   
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇近年に大規模改修を実施していることから、個別施設計画に基づ

く、各施設の予防保全的な修繕を中心に実施し、財政負担の平準

化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管理・修繕・更新等を

実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、危険性のある（C判定）とされた勤労文化会館（カ

ネヨシプレイス）について個別施設計画の見直し、維持修繕等の

前倒しも含め対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇本市における文化活動の拠点施設であることから、今後も維持し

ていくことを基本としますが、勤労文化会館（カネヨシプレイス）

は、空き室の有効活用を、ふるさと会館については、利用者数の

増加に向けた取組を検討します。 

〇当面は、民間活力の活用の一つである指定管理者制度を継続して

いきます。 

  

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

23 23 
勤労文化会館（カネヨシプ

レイス） 
本館、機械室 SRC 12,052 H4 33 4 0 C C B B B 62.0 

24 24 ふるさと会館 

文化伝承の

館、栄松軒、待

合 

W 402 H5 32 1 0 B B B B B 75.0 
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7-3 その他市民文化施設 

施設数 １ 運営形態 直営：１ 

施設内容 ○25市民活動センター 

総延床面積 1,666.05 ㎡ 

概要 

・その他市民文化施設は、市民活動センターの１施設で構成されています。 

・市民活動センターは、ＮＰＯ活動、公益活動を行う団体の交流の場として、旧町

民病院の施設を改修して設置されています。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇市民活動センターは 30年以上を経過しており、大規模改修等の対

策が必要となっています。 

劣化状況 

〇市民活動センターについては、屋上防水工事を実施したものの、

降雨時に雨漏りが発生しており、原因の特定及び改修により延命

化を図っていく必要があります。 

利用状況 

利用者数 
〇市民活動をサポートする施設として、年間１万人前後の利用者が

みられます。 

貸館稼働率 

〇多文化共生センター、多目的室２の稼働率が高い一方、多目的室

１、ミーティングスペースの稼働率が低くなっており、運用方法

も含め検討していく必要があります。また、貸館可能な施設は多

いものの、全体的に稼働率が低くなっているため、積極的に利活

用促進策を講じていく必要があります。 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇市民活動センターの重要度・満足度としては、重要度は、高い（高

い＋やや高い）が 8.1％、低い（低い＋やや低い）が 28.6％、満

足度は、満足（満足＋やや満足）が 5.1％、不満（不満＋やや不

満）が 12.7％【重要度【低】満足度【低】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、1.5％（17位

/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方はみられません。 

〇よく利用している（週 1 回以上）、利用している（月 1 回以上）

の合計で 68.8％と高いなか、利用内容は会議や会合等への出席が

62.5％と多く、打合せの場所として多くの団体が利用していると

推察されます。 

その他 

〇NPO活動、公益活動を行う団体の交流の場としての位置づけとなっ

ていますが、他方で、施設が有する機能としては、他施設で代替

できる機能も多いことから、建物の老朽化状況及び利用状況を考

慮した上で、今後の施設の維持管理について検討する必要があり

ます。 

〇空調機器については、設置後 20 年以上経過している機器について

更新していますが、１台で集中管理を行っている空調設備（吸収

式冷温水発生機）について、不具合が発生しており、根本的な対

策が必要となっています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管

理・修繕・更新等を実施します。 
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基本方針 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）との診断ではない

ものの、危険性のある（C 判定）とされていることから、個別施

設計画の見直し、維持修繕等の対策を講じます。 

耐震性 〇耐震診断が未実施となっており、早急に実施していきます。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇市民活動の拠点施設であることから、維持を基本としていきます

が、市民活動の拠点機能の維持を前提に、他施設との複合化、集

約化についても検討していきます。稼働率が低い多目的室１、

ミーティングスペース等について、近隣で稼働率が高くなってい

る図書館学習交流プラザ（サンライブ）の多目的室利用者の分散

利用候補としての検討など、対策を講じていく必要があります。 

○同建物内に 「衣浦東部保健所みよし駐在（愛知県営）」、「親子通

園ルームふたば」、「多文化共生センター」及び「愛知みよし少

年少女発明クラブ」が置かれていることから、更新及び大規模改

修の必要性が生じた際に、複合化 ・集約化等を検討する場合、各

施設の機能確保についても合わせて検討する必要があります。 

  
 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

25 25 市民活動センター 研修室 RC 1,570 S50 50 2 0 C C B C C 53.1 

25 25・2 市民活動センター 事務室 RC 96 S50 50 1 0 C C B C C 53.1 
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7-4 図書館 

施設数 １ 運営形態 直営：１ 

施設内容 ○26図書館学習交流プラザ（サンライブ） 

総延床面積 7,112.55㎡ 

概要 
・図書館は、図書館学習交流プラザ（サンライブ）１施設で構成されています。 

・中部エリアに設置されている、図書館及び生涯学習センターの複合施設です。 

 
現状・課題 

建物状況 

経過年数 〇建設より 10年未満の新しい施設となっています。 

劣化状況 
〇建設より 10年未満の施設であり、良好な状態で維持されており、

今後も適正な維持管理を行っていくことが望まれます。 

利用状況 

利用者数 
〇本市における図書館機能及び生涯学習の拠点施設であり、年間約

25 万人前後が利用しています。 

貸館稼働率 

〇講座室などの稼働率が高い一方、調理実習室などは稼働率が低く

なっており、運用方法も含め検討していく必要があります。全体

的な稼働率は、市内の公共施設のなかでも高くなっており、予約

困難となっている講座室等の利用者に市民活動センターの利用

を周知し、利用者を分散させるなど対策を検討していく必要があ

ります。 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋やや高い）が

46.3％、低い（低い＋やや低い）が 9.0％、満足度は、満足（満

足＋やや満足）が 32.9％、不満（不満＋やや不満）が 7.6％【重

要度【高】満足度【高】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、48.3％（３

位/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方はみられません。 

〇よく利用している（週 1 回以上）、利用している（月 1 回以上）

の合計で 100.0％となるなか、利用内容は、図書の貸出・読書等

の割合が 66.7％、講座への参加 33.3％と文化活動の拠点として、

利用頻度の高い施設となっています。 

その他 
〇本市では、唯一の図書館となっているため、図書館機能の維持に

重要な役割を果たしています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管

理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 〇築 10 年未満の新しい施設であり安全性に問題ありません。 

耐震性 〇耐震性は確保されています。 

長寿命化 
〇個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

します。 
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基本方針 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇本市における図書館機能及び生涯学習の拠点施設となっており、

今後も維持していきますが、今後、指定管理者制度の導入等、民

間活力の活用を検討していきます。 

〇比較的新しく建築され、施設の規模も大きいことから、貸館状況

に比較的余裕のある室等については、他施設において複合化・集

約化等を検討する際の複合先・集約先としての役割を検討してい

きます。 

  

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

26 26 
図書館学習交流プラザ（サ

ンライブ） 
  RC 7,113 H27 10 3 1 A A A A A 100.0 
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7-5 博物館等 

施設数 ３ 運営形態 直営：３ 

施設内容 

○27歴史民俗資料館 

○28歴史民俗資料館 収蔵庫 

○29石川家住宅 

総延床面積 2,436.52㎡ 

概要 

・博物館等は、歴史民俗資料館と歴史民俗資料館 収蔵庫、石川家住宅の３施設で

構成されています。 

・歴史民俗資料館及び石川家住宅は、中部エリアに設置されており、歴史民俗資料

館は、市の歴史、民俗の展示及び文化財の保護を行っています。 

・石川家住宅は、みよし市指定有形文化財（建造物）として一般公開されています。 

 
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇全ての施設が 30年以上経過しており、大規模改修等の対策が必要

となっています。 

劣化状況 
〇雨漏り等の老朽化が進行しており、原因の特定及び改修により延

命化を図っていく必要があります。 

利用状況 

利用者数 

〇歴史民俗資料館は年間約 5,000 人、石川家住宅は年間約 3,000 人

の利用者数で推移しています。実施する企画展やイベントにより

入館者数は大きく変動するため、今後、入館者数の詳細な分析を

行う必要があります。 

貸館稼働率 ― 

市民アン 

ケートより 

〇市の歴史、民俗の展示及び文化財の保護施設である歴史民俗資料

館の重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋やや高い）

が 8.6％、低い（低い＋やや低い）が 31.8％、満足度は、満足（満

足＋やや満足）が 6.5％、不満（不満＋やや不満）が 15.1％【重

要度【低】満足度【低】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、4.1％（16位

/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方はみられません。 

〇歴史民俗資料館は、初めて利用したという方が 50％となるなか、

利用内容をみると講演会・展示会等となっており、展示を目的に

市外からも利用されていると推察されます。 

〇石川家住宅は、よく利用している（週 1 回以上）、利用している

（月 1回以上）の合計が 60％と高いなか、利用内容をみると講座

への参加が多くなっており、毎週行われている歴史体験講座によ

るリピート利用が多く見られます。 

その他 

〇過年度実施した資料館在り方検討会（教育委員、文化財保護委員、

資料館利用団体、学識経験者で構成）において、資料館の持つ機

能の拡充を求められています。   
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基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

〇石川家住宅については、計画的な改修を実施すべきですが、指定

文化財であるため、改修の実施自体が適当であるかを適切に判断

したうえで、価値を損なわない材料や工法を用いる必要がありま

す。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、全施設が危険性のある（C 判定）とされており個

別施設計画の見直し、維持修繕等の前倒しも含め対策を講じま

す。 

耐震性 
〇歴史民俗資料館 収蔵庫については、耐震診断が未実施となってお

り早急に実施していきます。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇現状、満足度が低いため、歴史民俗資料館については、展示施設

としてのあり方を検討していく必要がありますが、埋蔵文化財及

び指定文化財の保護という観点での存在意義は高いことから、大

規模改修等及び更新を検討する際に、資料館及び文化財保護施設

としての機能を残しつつ、展示施設の複合化、統廃合を検討しま

す。 

〇展示施設としての機能については、他自治体と連携した取組につ

いて検討していきます。 

  

 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

27 27 歴史民俗資料館 本館 RC 557 S57 43 2 0 C C C C C 40.0 

27 27・2 歴史民俗資料館 木造棟 W 144 S57 43 1 0 C C C C C 40.0 

28 28 歴史民俗資料館 収蔵庫   RC 999 S48 52 1 0 C C C C C 40.0 

29 29 石川家住宅 

住居１、住居

２、住居３、住

居４ 

W 317 
S1 

以前 

99 

以上 
2 0 C C C C C 40.0 
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7-6 スポーツ施設 

施設数 11 運営形態 直営：11 

施設内容 

○30三好公園総合体育館 

○31弓道場 

○32勤労者体育センター 

○33三好池カヌーセンター 

○34保田ヶ池公園カヌーポロ競技場管理事務所 

○35旭グラウンド 

○36三好地区コミュニティ広場 

○37北部地区コミュニティ広場 

○38西部地区コミュニティ広場 

○39南部地区コミュニティ広場 

○40天王地区コミュニティ広場 

総延床面積 10,555.86㎡ 

概要 

・スポーツ施設は、三好公園総合体育館や勤労者体育センターなど全市的な６施設

と三好地区コミュニティ広場など地区ごとの５施設の11施設で構成されていま

す。 

・全市的な施設である三好公園総合体育館、弓道場、勤労者体育センターは中部エ

リアに立地し、地区コミュニティ施設は、市内各所に立地しています。 

 
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 99.7%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇経過年数に比べ、劣化評価が良い施設が多く、全体でみると良好

に維持されているものの、経過年数 30～40 年の３棟（三好池カ

ヌーセンター、保田ヶ池公園カヌーポロ競技場管理事務所、旭グ

ラウンド）で劣化が進行しており、適切な改修を行う必要があり

ます。 

利用状況 利用者数 

〇三好公園総合体育館の利用者数は、公共建築物のなかでも、比較

的多くなっていますが、令和３(2021)年度、令和４(2022)年度が

コロナ禍であり、令和５(2023)年度に長寿命化修繕の影響によ

り、利用期間が限られていたことを考慮すると、令和６年度以降

の利用者数に注視していく必要があります。 

〇地区コミュニティ広場は、エリアによって面積や施設の構成に差

があるため、利用者数に大きなばらつきがあります。三好地区、

西部地区、天王地区と比較して、砂入り人工芝又は全天候型のテ

ニスコートがある北部地区、南部地区の利用者数がかなり多く

なっています。西部地区及び天王地区はテニスコートが無いのに

対し、三好地区は、周辺に三好公園のテニスコートがある関係も

あり、テニスコートを含めても利用者数が少ない状況です。近隣

のテニスコートとの利活用整理が必要と考えられます。  
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現状・課題 

利用状況 貸館稼働率 

〇三好公園総合体育館では、卓球場などの稼働率が高い一方、ラン

ニングコースや会議室などは稼働率が低くなっており、運用方法

も含め検討していく必要があります。また、全体的に夜間の稼働

率が高く、午後の稼働率が低くなっていることから、午後の時間

帯における利活用促進を検討していく必要があります。 

○地区コミュニティ広場は、北部地区のテニスコートを除き、全体

的に稼働率が低くなっています。 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇スポーツ活動の場となる屋内スポーツ施設の重要度・満足度とし

ては、重要度は、高い（高い＋やや高い）が 36.3％、低い（低い

＋やや低い）が 13.8％、満足度は、満足（満足＋やや満足）が

15.5％、不満（不満＋やや不満）が 11.8％【重要度【高】満足度

【低】】となっています。 

〇屋外スポーツ施設の重要度は、高い（高い＋やや高い）が 34.8％、

低い（低い＋やや低い）が 13.8％、満足度は、満足（満足＋やや

満足）が 13.4％、不満（不満＋やや不満）が 9.9％【重要度【高】

満足度【低】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、屋内スポー

ツ施設が 35.6％（５位/17 施設)、屋外スポーツ施設が 23.5％（８

位/17 施設)となっています。 

〇今後の複合化、集約化に向けては、「スポーツ施設と他施設を複

合・集約化する」を実施すべき（積極的＋どちらか）が 76.8％と

高くなっており、今後の更新の際には周辺施設との複合化の検討

をしていくことが望まれています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方はみられません。 

その他 

○旭グラウンド及びきたよし公園管理事務所は、照明の LED 化が完

了しておらず、蛍光灯、水銀灯の生産停止等に備え、対応が必要

となっています。 

〇地区コミュニティ広場については、照明設備を設置しているコン

クリート柱の経年劣化に対する補修に加え、照明としてこれまで

使用していたメタルハライドランプが製造中止となったため、

LED 化に向けた検討を行う必要があります。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、三好公園総合体育館１棟、弓道場２棟、三好池カ

ヌーセンター１棟、保田ヶ池公園カヌーポロ競技場管理事務所１

棟、北部地区コミュニティ広場２棟、南部地区コミュニティ広場

１棟で危険性のある（C 判定）とされており個別施設計画の見直

し、維持修繕等の前倒しも含め対策を講じます。 

耐震性 
〇弓道場、勤労者体育センター、コミュニティ広場については、耐

震診断が未実施となっており早急に実施していきます。 
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基本方針 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇スポーツ施設再配置計画を踏まえた検討を行っていきます。 

○三好公園総合体育館では、指定管理者制度の導入等、民間活力の

活用を検討していきます。 

○地区コミュニティ広場については、三好公園総合体育館を始めと

する、類似機能を持った施設への集約化を検討していきます。特

に、更新費用が高額となる照明設備が設置されている施設につい

ては、時間区分ごとの利用者数、稼働率を集計できる体制を取り、

必要性を検証します。なお、必要性の検証にあたっては、地区活

動の場としての重要性を考慮し、各地区の意見を取り入れ、適切

な利活用の方法を検討していきます。 

 

 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

30 30 三好公園総合体育館 
総合体育館ア

リーナ 
RC 7,798 S59 41 4 0 C B B B B 72.0 

31 31 弓道場 弓道場 射場 S＋W 276 S44 56 1 0 C C C C C 40.0 

31 31・2 弓道場 弓道場 的場 W 44 S44 56 1 0 C C C C C 40.0 

32 32 勤労者体育センター 
勤労者体育セ

ンター 
RC 562 S53 47 2 0 B B B C C 75.0 

33 33 三好池カヌーセンター 

カヌー会場管理

棟、カヌー艇庫

（増築部分） 

S 762 H5 32 2 0 C B B B B 72.0 

34 34 
保田ヶ池公園カヌーポロ 

競技場管理事務所 
  S 320 S60 40 2 0 C B B B B 72.0 

35 35 旭グラウンド 
クラブハウス、

管理棟 
S 337 H6 31 1 0 B C B B B 65.0 

36 36 三好地区コミュニティ広場 管理棟 S 85 S51 49 1 0 B B C C C 53.0 

36 36・2 三好地区コミュニティ広場 屋外便所 RC 34 H7 30 1 0 B B B B B 75.0 

37 37 北部地区コミュニティ広場 管理棟 S 24 S52 48 1 0 C C C C C 40.0 

37 37・2 北部地区コミュニティ広場 便所 S 5 H10 27 1 0 C C B B B 62.0 

38 38 西部地区コミュニティ広場 管理棟 W 32 S54 46 1 0 B B B C C 66.1 

39 39 南部地区コミュニティ広場 倉庫 S 77 S54 46 1 0 C B B C C 63.1 

39 39・2 南部地区コミュニティ広場 便所 S 19 S54 46 1 0 B B C C C 53.0 

40 40 天王地区コミュニティ広場 管理棟 W 32 S57 43 1 0 B B C C C 53.0 
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7-7 産業系施設 

施設数 ２ 運営形態 直営：２ 

施設内容 
○41観光資材倉庫 

○42緑と花のセンター 

総延床面積 1,143.42㎡ 

概要 

・産業系施設は、観光資材倉庫と緑と花のセンターの２施設で構成されています。 

・緑と花のセンターは南部エリアに立地し、ふれあい農園、バーベキュー施設、研

修施設等が設置されています。 

 
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 96.7%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 
〇経過年数に比べ、良好な状態で維持されており、今後も適正な維

持管理を行っていくことが望まれます。 

利用状況 

利用者数 
〇緑と花のセンターは、貸農園等の利用もあり、特に建物延べ床面

積に対しては、比較的利用者数が多くなっています。 

貸館稼働率 
〇緑と花のセンターは、貸農園以外の貸館等稼働率は全体的に低く

なっているため、利活用促進策を検討していく必要があります。 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇憩いの場ともなっている緑と花のセンターの重要度・満足度とし

ては、重要度は、高い（高い＋やや高い）が 15.9％、低い（低い

＋やや低い）が23.4％、満足度は、満足（満足＋やや満足）が8.6％、

不満（不満＋やや不満）が 10.4％【重要度【低】満足度【低】】

となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、5.7％（15位

/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇貸館を実施している施設の他、貸農園を行っており、農業振興の

側面から、重要な施設となっています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 
〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）、危険性のある（C

判定）と診断された施設はなく安全性が確保されています。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

○観光資材倉庫は、現状の機能及び規模を維持していきます。 

〇緑と花のセンターは、貸農園、研修施設等の農業振興に必要とな

る施設については、維持を基本とします。貸館を実施しているこ

とから、大規模改修・更新のタイミングで、地区施設等の利用状

況等を考慮し、機能集約の観点から、貸館機能については、廃止

及び縮小を検討します。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

41 41 観光資材倉庫   S 294 S61 39 2 0 B B B B B 75.0 

42 42 緑と花のセンター   S 726 H7 30 2 0 A A B B B 84.3 
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7-8 学校 

施設数 12 運営形態 直営：12 

施設内容 

○43中部小学校 

○44北部小学校 

○45南部小学校 

○46天王小学校 

○47三吉小学校 

○48三好丘小学校 

○49緑丘小学校 

○50黒笹小学校 

○51三好中学校 

○52北中学校  

○53南中学校 

○54三好丘中学校 

総延床面積 105,844.53 ㎡ 

概要 

・学校は、小学校８校と中学校４校の 12 施設で構成されています。 

・学校は、市内の学校区にそれぞれ設置され、これまでの人口及び児童・生徒数の

増加傾向に合わせて、建築、増改築が行われています。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 64.4%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇14棟 （中部小学校（２棟）、北部小学校（１棟）、南部小学校（１

棟）、天王小学校（１棟）、三吉小学校（１棟）、三好丘小学校

（１棟）、緑丘小学校（３棟）、三好丘中学校（４棟））で経過

年数に比べ、劣化が進行しており、適正な改修を行っていく必要

があります。 

利用状況 
児童生徒数 

〇天王小学校など児童生徒数が増加する学校がある一方、減少傾向

の学校もみられます。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇今後の複合化、集約化に向けては、「小中学校と公民館や児童館、

老人憩いの家を複合化する」を実施すべき（積極的＋どちらか）

については、58.3％と他の複合・統合化案に比べ低くなっていま

す。 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇人口が増加している本市の現状では、極端に児童生徒数が減少し

ている学校はありません。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 
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基本方針 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、中部小学校２棟、北部小学校６棟、南部小学校４

棟、天王小学校１棟、三吉小学校１棟、三好丘小学校１棟、緑丘

小学校２棟、三好中学校１棟、南中学校１棟、三好丘中学校１棟

で危険性のある（C 判定）とされており個別施設計画の見直し、

維持修繕等の前倒しも含め対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇児童・生徒数の大幅な減少は見られず、当面は現状施設を維持し

ていきますが、人口減少局面に突入し、児童・生徒数に顕著な減

少がみられる状況になった際には、学校施設の統廃合について、

早期に検討を実施していきます。 

○現段階では、学校開放による施設の有効活用等により、他施設の

機能集約先としての学校施設の活用を検討していきます。 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

43 43 中部小学校 
校舎（23-1,23-

2） 
RC 3,136 S62 38 3 0 B B B B B 75.0 

43 43・2 中部小学校 校舎（24） RC 2,560 S63 37 3 0 C B B B B 72.0 

43 43・3 中部小学校 
校舎（25-1,25-

2） 
RC 209 S63 37 3 0 C B B B B 72.0 

43 43・4 中部小学校 
屋内運動場

（26） 
RC 881 S63 37 1 0 B B B B B 75.0 

44 44 北部小学校 
校舎（1-1,1-

2,1-3） 
RC 810 S39 61 2 0 C C B B B 62.0 

44 44・2 北部小学校 屋内運動場（9） RC 869 S46 54 1 0 C C B B B 62.0 

44 44・3 北部小学校 
校舎（10-1,10-

2,10-3） 
RC 1,183 S48 52 2 0 C C B B B 62.0 

44 44・4 北部小学校 校舎（11） RC 91 S48 52 2 0 C C C C C 40.0 

44 44・5 北部小学校 
校舎（12-1,12-

2,12-3,17） 
RC 2,890 S50 50 3 0 C C B B B 62.0 

44 44・6 北部小学校 校舎（16） RC 53 H14 23 1 0 C C B B B 62.0 

45 45 南部小学校 
校舎（10-1,10-

2,10-3） 
RC 1,653 S46 54 3 0 B C B B B 65.0 

45 45・2 南部小学校 
屋内運動場

（11） 
RC 869 S47 53 1 0 C C B B B 62.0 

45 45・3 南部小学校 校舎（13） RC 1,716 S53 47 3 0 B C B B B 65.0 

45 45・4 南部小学校 校舎（18） RC 267 S56 44 3 0 B C C C C 43.0 

45 45・5 南部小学校 
校舎（24-1,24-

2） 
RC 474 H1 36 3 0 B B B B B 75.0 

45 45・6 南部小学校 校舎（25） RC 494 H19 18 3 0 B B A A A 90.7 

46 46 天王小学校 
校舎（1-1,1-

2,1-3,11） 
RC 2,741 S48 52 3 0 B B C C C 53.0 

46 46・2 天王小学校 校舎（4） RC 983 S49 51 2 0 B B B B B 75.0 

46 46・3 天王小学校 屋内運動場（5） RC 891 S49 51 1 0 B B B B B 75.0 

46 46・4 天王小学校 校舎（6-1,6-2） RC 1,618 S52 48 3 0 B B B B B 75.0 

46 46・5 天王小学校 校舎（10） RC 170 H4 33 3 0 C B B B B 72.0 

47 47 三吉小学校 
校舎（1-1,1-

2,10） 
RC 3,093 S54 46 3 0 B B B B B 75.0 

47 47・2 三吉小学校 校舎（2-1,2-2） RC 1,355 S57 43 3 0 B B B B B 75.0 

47 47・3 三吉小学校 屋内運動場（4） RC 880 S55 45 1 0 B B B B B 75.0 

47 47・4 三吉小学校 校舎（7） RC 252 S57 43 3 0 C B C C C 50.0 

48 48 三好丘小学校 校舎（1） RC 
1・２・３計

7,060 
H2 35 3 0 C B B B B 72.0 

48 48・2 三好丘小学校 校舎（2,2-1） RC造 
1・２・３計

7,060 
H2 35 3   B B B B B 75.0 

48 48・3 三好丘小学校 校舎（3,3-1） RC造 
1・２・３計

7,060 
H2 35 3   B B B B B 75.0 

48 48・4 三好丘小学校 屋内運動場（5） RC 1,095 H1 36 1 0 B B B B B 75.0 

48 48・5 三好丘小学校 校舎（8） RC 425 H14 23 3 0 B B B B B 75.0 

48 48・6 三好丘小学校 校舎（9） RC 409 H14 23 3 0 B B B B B 75.0 

49 49 緑丘小学校 校舎（1,5-2） RC 
1・２・３・４

計 7,026 
H9 28 4 0 B B B B B 75.0 
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施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

49 49・2 緑丘小学校 校舎（2） RC造 
1・２・３・４

計 7,026 
H9  28 3   B B B B B 75.0 

49 49・3 緑丘小学校 校舎（3） RC造 
1・２・３・４

計 7,026 
H9 28 4   C B B B B 72.0 

49 49・4 緑丘小学校 
校舎（4,10-

1,10-2） 
RC造 

1・２・３・４

計 7,026 
H9 28 3   C B B B B 72.0 

49 49・5 緑丘小学校 校舎（5-1） RC 481 H13 24 3 0 B B B B B 75.0 

49 49・6 緑丘小学校 屋内運動場（8） RC 1,039 H9 28 1 0 B B B B B 75.0 

49 49・7 緑丘小学校 校舎（9） RC 212 H18 19 3 0 B B A A A 90.7 

50 50 黒笹小学校 校舎（1） RC 
1・３計

8,637 
H18 19 2 0 A A A A A 100.0 

50 50・2 黒笹小学校 
屋内運動場（2-

1） 
RC 1,440 H18 19 2 0 A A A A A 100.0 

50 50・3 黒笹小学校 校舎（2-2） RC造 
1・３計

8,637  
H18 19 1   A A A A A 100.0 

51 51 三好中学校 
屋内運動場

（13,29） 
RC 2,279 S45 55 2 0 C B C C C 50.0 

51 51・2 三好中学校 
校舎（14-1,14-

2） 
RC 1,636 S46 54 4 0 B B C C C 53.0 

51 51・3 三好中学校 
校舎（16-1,16-

2,28） 
RC 2,507 S51 49 3 0 B B C C C 53.0 

51 51・4 三好中学校 校舎（19,24） RC 863 S56 44 2 0 B B C C C 53.0 

51 51・5 三好中学校 校舎（22-1） RC造 
５・６計

1,024 
S59 41 2   B B C C C 53.0 

51 51・6 三好中学校 
屋内運動場

（22-2） 
RC 

５・６計

1,024 
S59 41 2 0 B B C C C 53.0 

51 51・7 三好中学校 校舎（25） RC 1,065 S60 40 2 0 B B B B B 75.0 

52 52 北中学校 
校舎（1-1,1-

2,1-3,1-4,12） 
RC 3,130 S55 45 4 0 A B B B B 77.1 

52 52・2 北中学校 校舎（2-1,2-2） S 273 S55 45 1 0 B B B B B 75.0 

52 52・3 北中学校 屋内運動場（3） RC 1,392 S55 45 1 0 B B B B B 75.0 

52 52・4 北中学校 屋内運動場（6） S 410 S57 43 1 0 B B B B B 75.0 

52 52・5 北中学校 校舎（8） RC 3,639 S63 37 4 0 B B B B B 75.0 

52 52・6 北中学校 校舎（9） RC 179 S63 37 3 0 B B B B B 75.0 

52 52・7 北中学校 校舎（10） RC 74 S63 37 2 0 B A B B B 82.2 

52 52・8 北中学校 校舎（11） RC 482 S58 42 4 0 B B C C C 53.0 

52 52・9 北中学校 校舎（13） RC 81 H27 10 4 0 A A A A A 100.0 

53 53 南中学校 校舎（1-1,1-2） RC 3,912 S58 42 4 0 B B B B B 75.0 

53 53・2 南中学校 校舎（2） S 224 S58 42 1 0 A ―  B B B 78.0 

53 53・3 南中学校 
屋内運動場（3-

1,3-2） 
RC 1,443 S58 42 1 0 C C B B B 62.0 

53 53・4 南中学校 
屋内運動場（8-

1,8-2） 
S 426 S60 40 1 0 B B B B B 75.0 

53 53・5 南中学校 校舎（9） S 149 S61 39 1 0 ―  ―  B B B 75.0 

53 53・6 南中学校 校舎（10） RC 1,282 H11 26 4 0 A B B B B 77.1 

53 53・7 南中学校 校舎（11） RC 242 H11 26 3 0 B B B B B 75.0 

54 54 三好丘中学校 校舎（1） RC 
1・５・６計

7,986 
H17 20 4 0 A B A A A 92.8 

54 54・2 三好丘中学校 校舎（2） RC 123 H17 20 1 0 A A A A A 100.0 

54 54・3 三好丘中学校 
屋内運動場（5-

1,5-3,5-4） 
RC 

３・４計

2,421 
H17 20 2 0 A B A A A 92.8 

54 54・4 三好丘中学校 
屋内運動場（5-

2） 
RC 

３・４計

2,421 
H17 20 2 0 A A A A A 100.0 

54 54・5 三好丘中学校 校舎（8） RC 
1・５・６計

7,986 
H17 20 4 0 A A A A A 100.0 

54 54・6 三好丘中学校 校舎（9） RC 
1・５・６計

7,986 
H17 20 4 0 C B A A A 87.7 

54 54・7 三好丘中学校 校舎（10） RC 317 H17 20 1 0 A B A A A 92.8 

※「－」は工事等により調査未実施、健全度は調査未実施を除いた部位で評価  
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7-9 その他教育施設 

施設数 ２ 運営形態 直営：２ 

施設内容 
○55学校給食センター 

○56教育センター 

総延床面積 4,078.96 ㎡ 

概要 

・その他教育施設は、学校給食センターと教育センターの２施設で構成されていま

す。 

・２施設とも中部エリアに立地し、教育センターは、こどもとその保護者に、より

良い教育支援を行うために設置しています。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇学校給食センターは 30 年未経過で、教育センターは 30 年以上が

経過しており、大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇学校給食センター及び教育センターについては、雨漏り等がみら

れるなど劣化が進行しており、原因の特定及び改修により延命化

を図っていく必要があります。 

利用状況 
利用者数 

〇教育センターの利用者は令和 3年度以降増加傾向にあります。 

ふれあい教室を利用する児童生徒の低年齢化や、外国にルーツを

持つ児童生徒を対象とした日本語初期指導教室利用者の増加を

受け、活動に必要な部屋数が不十分な状態であり、今後この傾向

は強くなることが予想されます。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇各学校に調理施設がないため、給食センターは、市内の児童生徒

への給食供給に必要不可欠な施設となっています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、危険性のある（C 判定）とされた教育センターに

ついて個別施設計画の見直し、維持修繕等の前倒しも含め対策を

講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇給食センターは必要不可欠な施設であることから、維持していき

ます。大規模改修・更新等のタイミングで、PFI を始めとする民

間活力の活用を検討します。 

○教育センターは建物の劣化が進んでいることから、大規模改修・

更新等の必要性が生じた際には、保健センター等の施設との複合

化及び機能集約化も含めた検討を行っていきます。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

55 55 学校給食センター 
調理室、事務

室 
S 3,332 H14 23 2 0 B B B B B 75.0 

56 56 教育センター   RC 747 S44 56 2 0 C B B B B 72.0 
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7-10 保育園 

施設数 10 運営形態 
直営：６ 

民間移管：４ 

施設内容 

○57天王保育園 

○58なかよし保育園 

○59みどり保育園 

○60打越保育園 

○61城山保育園 

○62すみれ保育園 

○63わかば保育園 

○64明知保育園 

○65黒笹保育園 

○66莇生保育園 

総延床面積 13,695.46 ㎡ 

概要 

・保育園は、10 施設で構成されています。市内全域をカバーできるように配置され

ています。 

・天王保育園、なかよし保育園、黒笹保育園、莇生保育園は運営を民間移管してお

り、それ以外の保育園は直営で運営されています。 

 
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 56.4%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇５棟 （天王保育園、なかよし保育園、みどり保育園、黒笹保育園、

莇生保育園）で経過年数に比べ、劣化が進行しており、適正な改

修を行っていく必要があります。 

利用状況 
園児数 

〇園児数は少子化により幼児枠で減少傾向となる一方、乳児枠は共

働き世帯の増加などにより、入園需要が市内全域で増加傾向と

なっています。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇保育園の重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋やや

高い）が 42.0％、低い（低い＋やや低い）が 12.8％、満足度は、

満足（満足＋やや満足）が 12.9％、不満（不満＋やや不満）が 7.8％

【重要度【高】満足度【低】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、56.9％（２

位/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇少子高齢化が進むと想定されるなか、子育て支援は非常に重要と

なっており、そのなかで保育園は重要な役割を担っています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 
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基本方針 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、天王保育園１棟、みどり保育園１棟、城山保育園

１棟、黒笹保育園１棟、莇生保育園１棟で危険性のある（C判定）

とされており個別施設計画の見直し、維持修繕等の前倒しも含め

対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇保育園については定員数の増減への対応などを行うため、全施設

を対象に民間移管の検討を行っていきます。なお、人口減少局面

に突入し、定員数と園児数の乖離が大きくなった施設について

は、早期に複合化・集約化又は廃止を検討していきます。 

 【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

57 57 天王保育園   RC 1,867 H20 17 2 0 C B A A A 87.7 

58 58 なかよし保育園   RC 1,538 H22 15 2 0 A B A A A 92.8 

59 59 みどり保育園   RC 1,257 H1 36 2 0 C B B B B 72.0 

60 60 打越保育園   RC 1,386 H4 33 2 0 B B B B B 75.0 

61 61 城山保育園   S 586 S48 52 1 0 C C B C B 57.3 

62 62 すみれ保育園   RC 796 S51 49 2 0 B B C C C 53.0 

63 63 わかば保育園 
園舎１、園舎

２、園舎３ 
RC 947 S53 47 2 0 B B C C C 53.0 

64 64 明知保育園   RC 1,244 H3 34 2 0 B B B B B 75.0 

65 65 黒笹保育園   RC 1,975 H20 17 2 0 C A A A A 94.9 

66 66 莇生保育園   RC 1,472 H5 32 2 0 C C B B B 62.0 
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7-11 幼児・児童施設 

施設数 14 運営形態 
直営：13 

民間移管：１ 

施設内容 

○67子育て総合支援センター 

○68新屋児童館 

○69三好上児童館 

○70三好下児童館 

○71西一色児童館 

○72福田児童館 

○73明知上児童館 

○74明知下児童館 

○75打越児童館 

○76莇生児童館 

○77福谷児童館 

○78東山児童館 

○79高嶺児童館 

○80蜂ヶ池児童館 

総延床面積 4,871.46㎡ 

概要 

・幼児・児童施設は、子育て総合支援センター１施設と児童館 13施設の 14施設で

構成されています。 

・子育て総合支援センターは旧中央図書館を改修して設置されました。 

 
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 99.2%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇２棟（三好下児童館、蜂ヶ池児童館）で経過年数に比べ劣化が進

行しており、特に三好下児童館では、外壁に大きな亀裂がみられ

るなど早急な改修を行っていく必要があります。 

利用状況 
利用者数 

〇子育て総合支援センターは比較的利用者数が多くなっている一方

で、児童館については、地域により、利用者数のバラつきが非常

に大きく、極端に利用者数が少ない施設は、必要性について今後

の方針を検討していく必要があります。 

貸館稼働率 ― 

評価 
市民アン 

ケートより 

〇児童館の重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋やや

高い）が 36.4％、低い（低い＋やや低い）が 14.3％、満足度は、

満足（満足＋やや満足）が 11.0％、不満（不満＋やや不満）が 9.1％

【重要度【高】満足度【低】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、20.8％（10

位/17 施設)となっています。 

〇今後の複合化、集約化に向けては、「地域の生涯学習等の場となっ

ている公民館や児童館、老人憩いの家を複合化する」について実

施すべき（積極的＋どちらか）が 79.0％と高くなっており、公民

館や老人憩いの家との複合化や集約化を検討していくことが求

められています。 
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現状・課題 

評価  

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方がみられることから、同

種機能を有する施設との複合・集約化に配慮する必要がありま

す。また、徒歩や自転車で利用される方が多くなっており立地に

ついても配慮する必要があります。 

〇子育て総合支援センターは、よく利用している（週 1 回以上）、

利用している（月 1回以上）の合計で 71.4％と高いなか、利用内

容をみると、こどもの遊び場が 85.7％と多くなっており、こども

の遊び場として日常利用されている施設となっています。 

〇児童館は、よく利用している（週 1 回以上）、利用している（月

1 回以上）のみで７割を超える施設があるなど、利用頻度が高い

施設が多く、利用内容はこどもの遊び場がほとんどであるなか、

利用者数が少ない施設もあることから、特定のこどもが日常的に

使う施設となっていると考えられます。 

その他 
〇児童館は、集会所・公民館・老人憩いの家等と一部機能面が重複

しています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された三好

下児童館については、個別施設計画の見直し、維持修繕等の前倒

しも含め対策を講じます。 

耐震性 〇児童館は全施設、本館部分の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

○子育て総合支援センターについては、大規模改修・更新等の必要

性が生じた際には、保健センター等の施設との複合化及び集約化

も含めた検討を行っていきます。 

〇児童館については、機能が重複する集会所・公民館や老人憩いの

家も含め、広域的な観点で適正な配置や規模となるよう、現在の

利用者の利便性に配慮しながら、更新や長寿命化修繕の時期にあ

わせ複合化・集約化の検討を行います。なお、検討に当たっては、

行政区の意見を取り入れ、機能を廃止するのではなく、維持でき

るように地域移管 （譲渡及び使用貸借）も含めた検討を行います。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

67 67 子育て総合支援センター   RC 498 S52 48 2 0 B B C C C 53.0 

67 67・2 子育て総合支援センター   RC 371 S61 39 2 0 B B B B B 75.0 

68 68 新屋児童館   RC 373 S46 54 2 0 B B B B B 75.0 

69 69 三好上児童館 管理棟 1-1 RC 544 S50 50 2 0 B B C C C 53.0 

69 69・2 三好上児童館 管理棟 1-2 RC 41 S60 40 1 0 B B B B B 75.0 

70 70 三好下児童館   S 246 S48 52 1 0 C D C C C 31.4 

71 71 西一色児童館   RC 305 S44 56 2 0 B B B C B 70.3 

72 72 福田児童館 

本館１－１、１

－２、児童館南

側倉庫 

RC 391 S42 58 2 0 C C C C C 40.0 

73 73 明知上児童館   RC 338 S43 57 2 0 B B C C C 53.0 

74 74 明知下児童館   S 231 S47 53 1 0 B B C C C 53.0 

75 75 打越児童館   S 243 S47 53 1 0 B B C C C 53.0 

76 76 莇生児童館   S 220 S52 48 1 0 C C C C C 40.0 

77 77 福谷児童館   S 211 S54 46 1 0 C C C C C 40.0 

78 78 東山児童館   S 245 S49 51 1 0 B B C C C 53.0 

79 79 高嶺児童館   S 245 S50 50 1 0 B B C C C 53.0 

80 80 蜂ヶ池児童館   S 241 S61 39 1 0 B C B B B 65.0 
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7-12 高齢福祉施設 

施設数 16 運営形態 指定管理：16 

施設内容 

○81新屋老人憩いの家、○82中部老人憩いの家、 

○83三好下老人憩いの家、○84福田老人憩いの家、 

○85明知上老人憩いの家、○86明知下老人憩いの家、 

○87打越老人憩いの家、○88莇生老人憩いの家、 

○89福谷老人憩いの家、○90黒笹老人憩いの家、 

○91東山老人憩いの家、○92西一色老人憩いの家、 

○93福祉センター、○94高齢者生きがいセンター「太陽の家」、 

○95高齢者生きがいセンター「福谷太陽の家」、 

○96高齢者生きがいセンター「東山太陽の家」 

総延床面積 8,175.43㎡ 

概要 

・高齢福祉施設は、老人憩いの家 12 施設、福祉センター１施設、太陽の家３施設

の 16施設で構成されています。 

・老人憩いの家は、市内の各所に、福祉センターは中部エリアに立地しています。 

・老人憩いの家は、各地区のいきいきクラブが指定管理者となっています。 

・福祉センターは、みよし市社会福祉協議会が指定管理者となっています。 

・高齢者生きがいセンターは、指定管理者であるシルバー人材センターにより、高

齢者の就労機会の確保を行っています。  
現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 94.7%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇福祉センターA館、B館で経過年数に比べ、劣化が進行しており、

外壁に大きな亀裂がみられるなど早急な改修を行っていく必要

があります。 

利用状況 
利用者数 

〇老人憩いの家についても、地域によって利用者数にバラつきが大

きい、比較的安定して利用者のある施設ですが、特定の層に利用

者が偏っていないか等の分析は、今後、行っていく必要がありま

す。また、老人憩いの家において実施している内容が、地区施設

を始めとする他の公共施設の空き施設を利用することで代替可

能か検討が必要です。 

貸館稼働率 ― 
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現状・課題 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇老人憩いの家の重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い

＋やや高い）が 25.1％、低い（低い＋やや低い）が 20.2％、満足

度は、満足（満足＋やや満足）が 6.5％、不満（不満＋やや不満）

が 10.5％【重要度【高】満足度【低】】となっています。 

〇福祉センターの、重要度は、高い（高い＋やや高い）が 27.6％、

低い（低い＋やや低い）が 16.2％、満足度は、満足（満足＋やや

満足）が 6.5％、不満（不満＋やや不満）が 9.2％【重要度【高】

満足度【低】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、老人憩いの

家が 11.7％（13 位/17 施設)、福祉センターが 18.6％（11 位/17

施設)となっています。 

〇今後の複合化、集約化に向けては、「地域の生涯学習等の場となっ

ている公民館や児童館、老人憩いの家を複合化する」について実

施すべき（積極的＋どちらか）が 79.0％と高くなっており、公民

館や児童館との複合化や集約化を検討していくことが求められ

ています。 

利用者アン 

ケートより 

〇施設が複合・集約化された場合の利用について、「他の機能と一

緒になった場合、利用しない」とする方がみられることから、同

種機能を有する施設との複合・集約化に配慮する必要がありま

す。また、徒歩で利用される方が多くなっており立地についても

配慮する必要があります。 

〇老人憩いの家は、よく利用している（週 1 回以上）、利用してい

るのみで７割を超える施設があるなど、利用頻度が高い施設が多

く、利用内容はクラブ・サークル活動や講座への参加が多く、利

用者数が少ない施設もあることから、特定の利用者が日常的に使

う施設となっていると考えられます。 

〇福祉センターは、よく利用している（週 1 回以上）、利用してい

る（月 1回以上）の合計で 85.7％と高く、利用内容は会議や会合

等の出席やクラブ・サークル活動が多く、福祉活動団体の拠点施

設となっていると考えられます。 

〇太陽の家は、よく利用している（週 1 回以上）、利用しているの

みで８割を超える施設があるなど、高齢者の就労施設として特定

の利用者が日常的に使う施設となっています。 

その他 

○少子高齢化が進むことが想定されるなかで、各高齢者生きがいセ

ンターのように、高齢者の雇用及び就業の機会の確保を図る施設

の重要性も高まることが想定されます。 

○福祉センターは、社会福祉協議会が福祉サービスを提供していく

拠点として重要性が高い施設です。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された福祉

センターについて個別施設計画の見直し、維持修繕等の前倒しも

含め対策を講じます。 

耐震性 

〇老人憩いの家、高齢者生きがいセンターは全施設、本館部分の耐

震性は確保されています。福祉センターは、市民への共用部分の

耐震性は確保されています。 
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基本方針 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇老人憩いの家については、機能が重複する集会所・公民館も含め、

広域的な観点で適正な配置や規模となるよう、現在の利用者の利

便性に配慮しながら、更新や長寿命化修繕の時期にあわせ複合

化・集約化の検討を行います。なお、検討に当たっては、行政区

の意見を取り入れ、機能を廃止するのではなく、維持できるよう

に地域移管（譲渡及び使用貸借）も含めた検討を行います。 

○各高齢者生きがいセンター及び福祉センターは、現状の施設を維

持することを基本としますが、福祉センターについては、大規模

改修・更新等の必要性が生じた際には、保健センター等の施設と

の複合化及び機能集約化も含めた検討を行っていきます。 

 

 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

81 81 新屋老人憩いの家   S 228 S54 46 1 0 B C B C C 56.0 

82 82 中部老人憩いの家 
本館、弓道場射

場、弓道場的場 
RC 491 S46 54 1 0 C C B C C 53.1 

83 83 三好下老人憩いの家   S 336 H2 35 1 0 B B B B B 75.0 

84 84 福田老人憩いの家 本館 S 230 S47 53 1 0 B B C C C 53.0 

84 84・2 福田老人憩いの家 増築分 S 186 H3 34 1 0 B B B B B 75.0 

85 85 明知上老人憩いの家   S 258 H13 24 1 0 B B B B B 75.0 

86 86 明知下老人憩いの家   RC 300 S53 47 1 0 B B C C C 53.0 

87 87 打越老人憩いの家   RC 514 S49 51 2 0 B B B C B 70.3 

88 88 莇生老人憩いの家   S 337 S48 52 2 0 C B B C B 67.4 

89 89 福谷老人憩いの家   S 555 H7 30 2 0 B B B B B 75.0 

90 90 黒笹老人憩いの家   S 221 S51 49 1 0 C C B C C 53.1 

91 91 東山老人憩いの家 本館 S 136 S58 42 1 0 B B B C C 66.1 

91 91・2 東山老人憩いの家 増築分 S 70 H7 30 1 0 B B B B B 75.0 

92 92 西一色老人憩いの家 
本館１－１、本館１

－２、本館１－３ 
W 150 S53 47 1 0 B B B C C 66.1 

93 93 福祉センター 本館 RC 1,639 S54 46 3 0 C C B C C 53.1 

93 93・2 福祉センター 増築分 RC 169 H12 25 1 0 B B B B B 75.0 

93 93・3 福祉センター Ａ館 W 139 S54 46 2 0 C D C C C 31.4 

93 93・4 福祉センター Ｂ館 W 132 S54 46 2 0 C D C C C 31.4 

94 94 
高齢者生きがいセンター

「太陽の家」 

事務室、温室（ガラ

ス）、温室（アクリル） 
S 1,827 S62 38 1 0 B B B B B 75.0 

95 95 
高齢者生きがいセンター

「福谷太陽の家」 
  S 120 H7 30 2 0 B B B B B 75.0 

96 96 
高齢者生きがいセンター

「東山太陽の家」 
軽作業室、作業場 S 81 H7 30 1 0 B B B B B 75.0 
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7-13 障がい福祉施設 

施設数 ２ 運営形態 
直営：１ 

指定管理：１ 

施設内容 
○97旧障がい者福祉センター 

○98障がい者福祉センター 

総延床面積 778.66㎡ 

概要 

・障がい福祉施設は、旧障がい者福祉センターと障がい者福祉センターの２施設で

構成されています。 

・中部エリアに立地し、みよし市社会福祉協議会が指定管理者として地域活動支援

や相談支援を行っています。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇全ての施設が 30年以上を経過しており、大規模改修等の対策が必

要となっています。  

劣化状況 
〇経過年数に比べ、良好な状態で維持されており、今後も適正な維

持管理を行っていくことが望まれます。 

利用状況 
利用者数 

〇障がい福祉施設２施設については、一定の利用者数がいる限り、

存在意義の大きい施設と考えられます。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 

〇旧障がい者福祉センターは、利用者数が増加傾向にあり、必要性

の高い施設となっています。 

〇障がい者福祉の推進の観点から両施設ともに重要性の高い施設で

す。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 
〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）、危険性のある（C

判定）と診断された施設はなく安全が確保されています。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇特別な配慮が必要な方が利用する施設であり複合化・集約化等は

困難であり、施設の重要性から、今後も維持していきます。 

○障がい者福祉センターは、①充分な広さが確保されていること、

②送迎車両から利用者の施設への出入りがスムーズに行えるこ

と、③特殊浴槽等の入浴設備が利用できることから、障がい者の

デイサービス事業を行う施設として最適であり、今後も障がい

（特に身体障がい、重度心身障がい）者の活動場所として使用し

ていきます。 

○直営となっている旧障がい者福祉センターは、指定管理者制度の

導入など、民間活力活用の方向性を検討していきます。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

97 97 旧障がい者福祉センター   RC 346 S49 51 2 0 B B C C C 53.0 

98 98 障がい者福祉センター   RC 432 S62 38 2 0 B B B B B 75.0 
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7-14 保健施設 

施設数 １ 運営形態 直営：１ 

施設内容 ○99保健センター 

総延床面積 1,334.83㎡ 

概要 

・保健施設は、保健センター１施設で構成されています。 

・現在、常駐の職員はおらず、事業の実施に合わせて開館しており、各種健診、子

育て関連教室、相談などの業務を行っています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇保健センターは 30 年以上を経過ししており、大規模改修等の対策

が必要となっています。 

劣化状況 

〇保健センターは、経過年数に比べ、劣化が進行するなか、経過年

数も 39 年となっており、長寿命化修繕を適正に行っていく必要が

あります。 

利用状況 
利用者数 

〇保健センターは、今後、少子高齢化が進行していった場合、利用

者は減少していく可能性があります。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇保健センターの重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋

やや高い）が 35.5％、低い（低い＋やや低い）が 13.0％、満足度は、

満足（満足＋やや満足）が 10.8％、不満（不満＋やや不満）が 8.9％

【重要度【高】満足度【低】】となっています。 

○複合化や集約化の方法について、その他の方法（自由記述）とし

て、保健センターが絡む意見が 11件となり、公民館・集会所・老

人憩いの家・児童館などの地区関連施設以外では、最も多くなっ

ています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、30.8％（６

位/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 

〇LED 化が完了していません。 

○１歳６か月児健診、３歳児健診を実施することが法律で義務付け

られています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管

理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、危険性のある（C 判定）とされており個別施設計

画の見直し、維持修繕等の前倒しも含め対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 
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基本方針 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇現在、保健センターで実施している業務は、子育て支援の観点か

らも、保健衛生の観点からも必要不可欠な業務となっています。 

○施設が老朽化していることから、大規模改修・更新等の必要性が

生じた際には、福祉センターや他の子育て支援施設との複合化及

び機能集約化も含めた検討を行っていきます。 

  

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

99 99 保健センター   RC 1,329 S60 40 2 0 C B B B B 72.0 
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7-15 庁舎等 

施設数 １ 運営形態 直営：１ 

施設内容 ○100 市役所庁舎 

総延床面積 11,179.97 ㎡ 

概要 
・庁舎等は、市役所庁舎１施設で構成されています。 

・現在の庁舎は、平成 24（2012）年度に建築されています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 5.3%と少なく

なっています。 

劣化状況 
〇市役所は、経過年数に比べ、劣化が進行しており、予防保全改修

の前倒しも含め検討していく必要があります。 

利用状況 
利用者数 ― 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 

〇市役所の重要度・満足度としては、重要度は、高い（高い＋やや高

い）が 62.5％、低い（低い＋やや低い）が 1.5％、満足度は、満足（満

足＋やや満足）が 43.9％、不満（不満＋やや不満）が 4.3％【重要度

【高】満足度【高】】となっています。 

〇今後も維持していくべき施設としての評価をみると、87.5％（１

位/17 施設)となっています。 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 

○供用開始から 10年以上経過し、建築、電気設備、衛生設備など経

年劣化等による故障や不具合が出始めています。 

○事務に供する場だけではなく、大規模な災害に耐える防災・災害

復興拠点です。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇外壁については、タイルの浮きやひび割れが多数あったため、令

和４(2022)年度に実施設計を行い、令和６(2024)年度に修繕を実

施しました。屋根については、劣化調査で危険性が高い （D判定）、

危険性のある（C 判定）と診断されておらず、安全性が確保され

ています。 

安全確保 
〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）、危険性のある（C

判定）と診断されておらず安全が確保されています。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇現状、市役所本庁舎は、余裕スペースがないことから、他施設の機

能複合先とするのは困難であるため、現状どおり行政の拠点施設

として単独で維持します。 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

100 100 市役所庁舎   SRC 10,165 H24 13 7 0 B B A A A 90.7 
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7-16 消防施設 

施設数 13 運営形態 直営：13 

施設内容 

○101 新屋分団詰所 

○102 三好上分団詰所 

○103 三好下分団詰所 

○104 西一色分団詰所 

○105 福田分団詰所 

○106 明知上分団詰所 

○107 明知下分団詰所 

○108 打越分団詰所 

○109 莇生分団詰所 

○110 黒笹分団詰所 

○111 東山分団詰所 

○112 福谷分団詰所 

○113 高嶺分団詰所 

総延床面積 838.09 ㎡ 

概要 
・消防施設は、消防団の分団詰所 13 施設で構成されています。市内全域に対応で

きるように、各所に設置されています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 79.7%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇４棟（新屋分団詰所、西一色分団詰所、打越分団詰所、福谷分団

詰所）で経過年数に比べ、劣化が進行しており、築 40 年前後の３

棟（新屋分団詰所、打越分団詰所、東山分団詰所）については、

長寿命化修繕の前倒しも含め検討する必要があります。 

利用状況 
利用者数 ― 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇火災及び災害発生時の対応を行う消防団の活動拠点として重要な

施設となります。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇危険性が高い（D判定）と診断された施設はないものの、新屋分団

詰所１棟、西一色分団詰所１棟、打越分団詰所１棟の建物で危険

性のある（C 判定）とされており個別施設計画の見直し、維持修

繕等の前倒しも含め対策を講じます。  

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 
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基本方針 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇防災関連施設として重要な施設であり、適切に改修等を実施し、

維持していきます。 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

101 101 新屋分団詰所   S 51 H1 36 1 0 C C B B B 62.0 

102 102 三好上分団詰所   S 71 H2 35 1 0 B B B B B 75.0 

103 103 三好下分団詰所   S 71 H1 36 1 0 B B B B B 75.0 

104 104 西一色分団詰所   S 51 S62 38 1 0 C C B B B 62.0 

105 105 福田分団詰所   S 53 S62 38 1 0 B B B B B 75.0 

106 106 明知上分団詰所   S 93 S61 39 2 0 B B B B B 75.0 

107 107 明知下分団詰所   S 51 H3 34 1 0 B B B B B 75.0 

108 108 打越分団詰所   S 51 H1 36 1 0 C C B B B 62.0 

109 109 莇生分団詰所   S 51 S61 39 1 0 B B B B B 75.0 

110 110 黒笹分団詰所   S 58 H11 26 1 0 B B B B B 75.0 

111 111 東山分団詰所   S 51 S61 39 1 0 B B B B B 75.0 

112 112 福谷分団詰所   W 60 H26 11 1 0 A B A A A 92.8 

113 113 高嶺分団詰所   W 52 R3 4 1 0 A A A A A 100.0 
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7-17 公営住宅 

施設数 ３ 運営形態 直営：３ 

施設内容 

○114 明知住宅 

○115 莇生住宅 

○116 福谷住宅 

総延床面積 17,290.08 ㎡ 

概要 

・公営住宅は、明知住宅と莇生住宅、福谷住宅の３施設で構成されています。 

・南部１か所、北部２か所に立地しています。 

・各住宅は、入居者数が多く、満室に近い状態となっています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 

〇30年以上が経過した施設 （棟別延床面積集計）が 56.1%と多くなっ

ていますが、既に大規模改修に着手しており、今後も進めていき

ます。 

劣化状況 
〇８棟 （明知住宅（４棟）、福谷住宅（４棟））で経過年数に比べ、

劣化が進行しており、計画的に修繕を実施しています。 

利用状況 
入居戸数 〇各住宅は、入居者数が多く、満室に近い状態となっています。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇公営住宅は、定員充足率が極めて高く、需要の大きい施設となっ

ています。   
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、明知住宅４棟で危険性のある（C 判定）とされて

おり計画的に修繕を実施しています。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇住環境の確保及びセーフティネットの観点から、必要な施設であ

り維持していきますが、運営方法については、指定管理者制度を

始め、民間活力の活用を検討していきます。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

114 114 明知住宅 A 棟（南） RC 2,308 H1 36 4 0 B B B B B 75.0 

114 114・2 明知住宅 B 棟（北） RC 2,308 H2 35 4 0 B B B B B 75.0 

114 114・3 明知住宅 集会所 S 68 H2 35 1 0 B B B B B 75.0 

114 114・4 明知住宅 ポンプ室 RC 14 H1 36 1 0 C B B B B 72.0 

114 114・5 明知住宅 プロパン庫 CB 11 H1 36 1 0 C C B B B 62.0 

114 114・6 明知住宅 

自転車置場１、

自転車置場２、

自転車置場３ 

S 59 H2 35 1 0 C B B B B 72.0 

114 114・7 明知住宅 

物置１、物置

２、物置３、物

置４、物置５、

物置６、物置

７、物置８、集

会所物置９ 

S 142 H18 19 1 0 C B A A A 87.7 

115 115 莇生住宅 西棟１（A 棟） PC 1,060 S55 45 4 0 B B B B B 75.0 

115 115・2 莇生住宅 
A 棟エレベー

ター棟 
S 325 H29 8 4 0 A A A A A 100.0 

115 115・3 莇生住宅 中棟２（B 棟） RC 1,608 S55 45 4 0 B B B B B 75.0 

115 115・4 莇生住宅 東棟３（C棟） RC 2,144 S56 44 4 0 B B B B B 75.0 

115 115・5 莇生住宅 集会所 S 49 S55 45 1 0 B B B B B 75.0 

115 115・6 莇生住宅 自転車置場１ LGS 18 H29 8 1 0 B B A A A 90.7 

115 115・7 莇生住宅 自転車置場２ LGS 24 R1 6 1 0 B B A A A 90.7 

115 115・8 莇生住宅 

Ｃ棟自転車置

場 1、Ｃ棟自転

車置場 2 

LGS 29 R3 4 1 0 B B A A A 90.7 

115 115・9 莇生住宅 ポンプ室１ S 13 R1 6 1 0 A A A A A 100.0 

115 115・10 莇生住宅 ポンプ室２ S 11 R3 4 1 0 A A A A A 100.0 

116 116 福谷住宅 
共同住宅棟 A

棟 
RC 2,846 H15 22 8 0 B A A A A 97.9 

116 116・2 福谷住宅 
共同住宅棟 B

棟 
RC 2,846 H17 20 8 0 B A A A A 97.9 

116 116・3 福谷住宅 
自転車置場 A

棟 
S 39 H15 22 1 0 A A A A A 100.0 

116 116・4 福谷住宅 
トランクルーム

棟 A 棟 
S 60 H15 22 1 0 B B A A A 90.7 

116 116・5 福谷住宅 ポンプ庫 CB 5 H15 22 1 0 A A A A A 100.0 

116 116・6 福谷住宅 
自転車置場 B

棟 
S 40 H17 20 1 0 A A A A A 100.0 

116 116・7 福谷住宅 
トランクルーム

棟 B 棟 
S 60 H17 20 1 0 B B A A A 90.7 
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7-18 公園施設 

施設数 38 運営形態 直営：38 

施設内容 

○117 三好公園、○118 保田ヶ池公園、○119 三好丘公園、○120 三好丘桜公園、○121 黒笹公園、

○122 小坂公園、○123 )蜂ヶ池公園、○124 東山公園、 

○125 北井山公園、○126 南井山公園、○127 井守下公園、○128 下り松公園、 

○129 三戸口公園、○130 向田公園、○131 池下公園、○132 堂ノ後公園、 

○133 貝ノ木公園、○134 緑丘公園、○135 舟ヶ峪公園、○136 天王公園、 

○137 森曽公園、○138 細口公園、○139 ひばりヶ丘公園、○140 三好根浦公園、 

○141 旭丘公園、○142 みなよし台公園、○143 馬堤公園、○144 寺山公園、 

○145 大沢公園、○146 広久伝公園、○147 丸根公園、○148 南台 1号公園、 

○149 南台 2号公園、○150 境川緑地、○151 三好丘緑地、○152 陣取山緑地、 

○153 黒笹山手西公園、○154 潮見北公園 

総延床面積 3,101.69 ㎡ 

概要 

・公園施設は、公園 35施設、緑地３施設の 38 施設で構成されています。 

・市内全域に立地していますが、住宅地開発された北部の丘陵エリアに多くなって

います。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 78.8%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇21棟で経過年数に比べ、劣化が進行しており、特に境川緑地（管

理事務所）及び陣取山緑地（屋外便所）などの屋根の劣化が顕著

となるなか、築 40 年前後となっており、長寿命化修繕を適正に

行っていく必要があります。 

利用状況 

利用者数 ― 

貸館稼働率 

〇三好公園野球場及びきたよし地区のテニスコートの稼働率が高い

傾向がみられ、陸上競技場は夜間の稼働率が高くなっています。

三好公園総合体育館の各施設同様、午後の稼働率が低いことか

ら、午後の時間帯の利活用促進を図っていく必要があります。 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 

〇類似施設との統廃合等の検討には、都市計画法・都市公園法等の

法律上の規制を遵守する必要があります。 

〇三好公園陸上競技場、野球場、テニスコートは、照明の LED 化が

完了しておらず、蛍光灯、水銀灯の生産停止等に備え、対応が必

要となっています。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

 ただし、各公園のトイレ等の小規模な施設については、予防保全

にそぐわないことから、事後保全による管理を基本とします。 
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基本方針 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された境川

緑地２棟、陣取山緑地１棟の３棟ついては、安全確保の対策を講

じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇三好公園及び三好丘桜公園の一部施設については、スポーツ施設

の再配置計画に関連して施設の見直しを検討していきます。 

○上記以外の公園については、個別施設計画に基づき、適切に管理

を実施し、維持していくものとします。 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

117 117 三好公園 屋外便所（堤防） RC 26 S59 41 1 0 C B C C C 53.0 

117 117・2 三好公園 屋外便所（三好池東） RC 14 H11 26 1 0 C C B B B 62.0 

118 118 保田ヶ池公園 カヌー艇庫 S 115 H4 33 1 0 B B B B B 75.0 

118 118・2 保田ヶ池公園 屋外便所（カヌー艇庫） RC 25 H3 34 1 0 B B B B B 75.0 

118 118・3 保田ヶ池公園 
屋外便所（アスレチッ

ク） 
RC 10 H4 33 1 0 C C B B B 62.0 

118 118・4 保田ヶ池公園 
保田ヶ池センター事務

所 
RC 789 S59 41 2 0 C B C C C 50.0 

118 118・5 保田ヶ池公園 保田ヶ池センター車庫 S 20 S59 41 1 0 B B C C C 53.0 

118 118・6 保田ヶ池公園 
保田ヶ池センター 

屋外倉庫 
S 54 H4 33 1 0 B B B B B 75.0 

118 118・7 保田ヶ池公園 
保田ヶ池センター 

自転車置場 
S 10 S59 41 1 0 B B C C C 53.0 

119 119 三好丘公園 屋外便所 RC 49 H4 33 1 0 B B B B B 75.0 

120 120 三好丘桜公園 屋外便所 RC 44 H4 33 1 0 B B B B B 75.0 

120 120・2 三好丘桜公園 
きたよし地区公園 

管理事務所 
S 101 H12 25 1 0 B B B B B 75.0 

121 121 黒笹公園 屋外便所 RC 12 H9 28 1 0 B B B B B 75.0 

122 122 小坂公園 屋外便所 RC 9 H15 22 1 0 C B B B B 72.0 

123 123 蜂ヶ池公園 屋外便所 RC 9 H14 23 1 0 B B B B B 75.0 

124 124 東山公園 屋外便所 RC 9 H15 22 1 0 B B B B B 75.0 

125 125 北井山公園 屋外便所 RC 22 R3 4 1 0 B B A A A 90.7 

126 126 南井山公園 屋外便所 W 7 H5 32 1 0 B B B B B 75.0 

127 127 井守下公園 屋外便所 W 7 H5 32 1 0 B B B B B 75.0 

128 128 下り松公園 屋外便所 W 7 H5 32 1 0 B B B B B 75.0 

129 129 三戸口公園 屋外便所 W 6 H5 32 1 0 B B B B B 75.0 

130 130 向田公園 屋外便所 RC 6 H3 34 1 0 C C B B B 62.0 

131 131 池下公園 屋外便所 W 6 H4 33 1 0 C C B B B 62.0 

132 132 堂ノ後公園 屋外便所 W 6 H8 29 1 0 B B B B B 75.0 

133 133 貝ノ木公園 屋外便所 W 7 H8 29 1 0 B B B B B 75.0 

134 134 緑丘公園 屋外便所 W 6 H7 30 1 0 B B B B B 75.0 

135 135 舟ヶ峪公園 屋外便所 W 6 H7 30 1 0 B B B B B 75.0 

136 136 天王公園 屋外便所 RC 4 S62 38 1 0 C C B B B 62.0 

137 137 森曽公園 屋外便所 RC 34 H9 28 1 0 C C B B B 62.0 

138 138 細口公園 屋外便所 RC 30 H13 24 1 0 B C B B B 65.0 

138 138・2 細口公園 シェルター S 35 H16 21 1 0 B B B B B 75.0 

138 138・3 細口公園 管理事務所 S 123 H14 23 1 0 B B B B B 75.0 

139 139 ひばりヶ丘公園 屋外便所 RC 9 H15 22 1 0 B B B B B 75.0 

140 140 三好根浦公園 屋外便所 RC 18 H18 19 1 0 A B A A A 92.8 

141 141 旭丘公園 屋外便所 RC 7 H14 23 1 0 B B B B B 75.0 

142 142 みなよし台公園 屋外便所 RC 6 H14 23 1 0 C B B B B 72.0 

143 143 馬堤公園 屋外便所 RC 6 H23 14 1 0 A A A A A 100.0 

144 144 寺山公園 屋外便所 RC 6 H23 14 1 0 A B A A A 92.8 

145 145 大沢公園 屋外便所 RC 6 H23 14 1 0 A A A A A 100.0 

146 146 広久伝公園 屋外便所 RC 6 H23 14 1 0 A B A A A 92.8 

147 147 丸根公園 屋外便所 RC 6 H23 14 1 0 A B A A A 92.8 

148 148 南台 1号公園 屋外便所 RC 5 H26 11 1 0 B B A A A 90.7 
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施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

149 149 南台 2号公園 屋外便所 RC 5 H24 13 1 0 B B A A A 90.7 

150 150 境川緑地 屋外便所 S 11 S61 39 1 0 C B B B B 72.0 

150 150・2 境川緑地 管理事務室 SRC 5 S61 39 1 0 D C B B B 59.4 

150 150・3 境川緑地 自転車置場 S 35 S61 39 1 0 D C B B B 59.4 

151 151 三好丘緑地 屋外便所 RC 17 H4 33 1 0 B B B B B 75.0 

151 151・2 三好丘緑地 手洗い場 RC 6 H4 33 1 0 B B B B B 75.0 

152 152 陣取山緑地 屋外便所 RC 12 S60 40 1 0 D C B B B 59.4 

153 153 黒笹山手西公園 屋外便所 RC 17 R2 5 1 0 A A A A A 100.0   
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7-19 処理施設 

施設数 ４ 運営形態 直営：４ 

施設内容 

○155 不燃物埋立処分場 

○156 リサイクルステーションみよし（上ヶ池） 

○157 リサイクルステーションみよし（井ノ花） 

○158 リサイクルステーションみよし（ひばりヶ丘） 

総延床面積 444.06 ㎡ 

概要 

・処理施設は、不燃物埋立処分場１施設とリサイクルステーション３施設の４施設

で構成されています。 

・不燃物埋立処分場は、市内で唯一の一般廃棄物処理施設となっています。 

・リサイクルステーションは北部、中部、南部の各エリアからそれぞれ通いやすい

位置に設置されており、市内の公共施設等のなかでも、特に利用者数の多い施設

です。 
 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 5.6%と少なく

なっています。 

劣化状況 

〇４棟（不燃物埋立処分場２棟、リサイクルステーションみよし

（上ヶ池）２棟）で経過年数に比べ、劣化が進行しており、築 40

年前後の棟は長寿命化修繕を適正に行っていく必要があります。 

利用状況 
利用者数 

〇リサイクルステーションは、本市の公共施設のなかでも、特に利

用者数が多い施設であり、３施設で年間 50 万人以上が利用する

施設となっています。不燃物埋立処分場については、搬入がコン

クリートがらに限られているため、利用者数が非常に少なくなっ

ています。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇廃棄物の処理及び再利用は市民生活に直結する重要性が高い事項

となります。   
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、各施設の予防保全的な修繕や長寿命化修

繕を実施し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向け

た維持管理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、不燃物埋立処分場２棟、リサイクルステーション

みよし（上ヶ池）１棟で危険性のある（C 判定）とされており維

持修繕等の対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇リサイクルステーションは、利用者も非常に多く、現状を維持し

ていきます。 

○不燃物埋立処分場は、市内で唯一の一般廃棄物処理施設であるこ

とから、現状を維持し、積極的な活用について市民に周知を行っ

ていきます。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

155 155 不燃物埋立処分場 管理棟 S 18 S60 40 1 0 C C B B B 62.0 

155 155・2 不燃物埋立処分場 ポンプ小屋 CB 6 S61 39 1 0 C B B B B 72.0 

156 156 
リサイクルステーションみ

よし（上ヶ池） 
資源回収棟 S 91 H15 22 1 0 C B B B B 72.0 

156 156・2 
リサイクルステーションみ

よし（上ヶ池） 
指導員控室 S 10 H15 22 1 0 B B B B B 75.0 

156 156・3 
リサイクルステーションみ

よし（上ヶ池） 

小型家電製品

回収棟 
S 28 H25 12 1 0 B B A A A 90.7 

157 157 
リサイクルステーションみ

よし（井ノ花） 
資源回収棟 S 90 R2 5 1 0 A A A A A 100.0 

157 157・2 
リサイクルステーションみ

よし（井ノ花） 
指導員控室 S 13 R2 5 1 0 A A A A A 100.0 

157 157・3 
リサイクルステーションみ

よし（井ノ花） 

小型家電製品

回収棟 
S 28 R2 5 1 0 A A A A A 100.0 

158 158 
リサイクルステーションみ

よし（ひばりヶ丘） 
資源回収棟 S 124 R5 2 1 0 A A A A A 100.0 

158 158・2 
リサイクルステーションみ

よし（ひばりヶ丘） 
指導員控室 S 13 R5 2 1 0 A A A A A 100.0 
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7-20 下水道施設 

施設数 13 運営形態 直営：13 

施設内容 

○159 三好ヶ丘第 1中継ポンプ場 

○160 三好ヶ丘第 2中継ポンプ場 

○161 三好ヶ丘第 3中継ポンプ場 

○162 明知家庭排水処理場 

○163 打越浄化センター 

○164 明知上浄化センター（宝栄） 

○165 新田浄化センター 

○166 明知上浄化センター（みなよし台） 

○167 福田浄化センター 

○168 福谷浄化センター 

○169 莇生浄化センター 

○170 南台浄化センター 

○171 福田第２雨水ポンプ場 

総延床面積 4,632.00㎡ 

概要 
・下水道施設は、中継ポンプ場３施設と明知家庭排水処理場１施設、浄化センター

８施設、雨水ポンプ場１施設の 13施設で構成されています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 23.1%と少なく

なっています。 

劣化状況 

〇３棟（三好ヶ丘第３中継ポンプ場１棟、打越浄化センター１棟、

福谷浄化センター１棟）で経過年数に比べ、劣化が進行しており、

築 40 年前後の棟は長寿命化修繕を適正に行っていく必要があり

ます。 

利用状況 
利用者数 ― 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
○管路の管理に施設の委託を含めた包括的民間委託やコンセッショ

ン方式の導入に向けて検討していきます。                                
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基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇みよし市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、各施設

の予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施し、財政負担の平準化

及び施設の安全安心な利用に向けた維持管理・修繕・更新等を実

施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、三好ヶ丘第３中継ポンプ場、打越浄化センター、

福谷浄化センターの３棟で危険性のある（C 判定）とされており

個別施設計画の見直し、維持修繕等の前倒しも含め対策を講じま

す。 

耐震性 

〇三好ヶ丘第１、第２、第３中継ポンプ場については、耐震診断の

結果、耐震性能を満たしていないため、設備の更新等に合わせて

耐震対策工事を実施していきます。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

○各浄化センターは、公共下水道への接続に伴い、今後、廃止を予

定しています。 

〇浄化センター以外の各施設は、現状を維持するものとします。ま

た、管路の管理及び建築物の管理については、包括的民間委託の

実施を推進します。 

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

159 159 三好ヶ丘第 1中継ポンプ場   RC 144 H1 36 1 1 B B B B B 75.0 

160 160 三好ヶ丘第 2中継ポンプ場   RC 82 S62 38 1 1 B B B B B 75.0 

161 161 三好ヶ丘第 3中継ポンプ場   RC 92 S63 37 1 1 C C B B B 62.0 

162 162 明知家庭排水処理場   RC 480 S56 44 2 1 B B C C C 53.0 

163 163 打越浄化センター   RC 270 H3 34 1 1 B C A A A 80.7 

164 164 明知上浄化センター（宝栄）   RC 190 H11 26 1 1 B B B B B 75.0 

165 165 新田浄化センター   RC 303 H9 28 1 1 B B B B B 75.0 

166 166 
明知上浄化センター（みな

よし台） 
  RC 87 H12 25 1 0 B B B B B 75.0 

167 167 福田浄化センター   RC 871 H12 25 2 1 B B B B B 75.0 

168 168 福谷浄化センター   RC 560 H10 27 2 1 B C B B B 65.0 

169 169 莇生浄化センター   RC 630 H12 25 2 1 B B B B B 75.0 

170 170 南台浄化センター   RC 28 H25 12 1 0 B B A A A 90.7 
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7-21 病院施設 

施設数 １ 運営形態 直営：１ 

施設内容 ○172 みよし市民病院 

総延床面積 9,973.60㎡ 

概要 

・病院施設は、みよし市民病院１施設で構成されています。 

・みよし市民病院は、西三河北部医療圏における唯一の自治体病院として、地域医

療の担い手となっています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 〇みよし市民病院は、30年未経過です。 

劣化状況 
〇みよし市民病院では、屋根の劣化が進行しており、予防保全改修

を行っていく必要があります。 

利用状況 
利用者数 

〇みよし市民病院は、年間 10万人以上が利用する地域の医療拠点と

なっています。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇本市における地域医療の担い手として重要な役割を果たしていま

す。  
基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇個別施設計画に基づき、予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施

し、財政負担の平準化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管

理・修繕・更新等を実施します。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性のある（C判定）とされています。

屋上防水工事等は実施されているものの、雨漏りへの対応は引き

続き必要であり、外壁等も考慮した維持修繕・安全対策を講じま

す。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

〇地域医療の重要性から、今後も維持していきますが、広域連携の

取組の推進や民間活力の活用については、検討を行っていきま

す。 
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【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

172 172 みよし市民病院 

外来診療棟 1、

病棟・手術室

1、病棟、霊安

室・厨房、機械

室、外来診療

棟 2、病棟・手

術室 2  

SRC 9,750 H13 24 3 1 C B B B B 72.0 
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7-22 その他 

施設数 ５ 運営形態 直営：５ 

施設内容 

○173 三好上駐輪場 

○174 旧三好ヶ丘浄化センター 

○175 水防倉庫 

○176 拠点防災備蓄倉庫 

○177 放置自動車一時保管場所 

総延床面積 1,178.08 ㎡ 

概要 
・その他は、駐輪場１施設、旧三好ヶ丘浄化センター１施設、倉庫関連２施設、放

置自動車一時保管場所１施設の５施設で構成されています。 

 

現状・課題 

建物状況 

経過年数 
〇30 年以上が経過した施設（棟別延床面積集計）が 59.4%と多く、

大規模改修等の対策が必要となっています。 

劣化状況 

〇３棟（三好上駐輪場１棟、旧三好ヶ丘浄化センター１棟、水防倉

庫１棟）で経過年数に比べ、劣化が進行しており、築 40年前後の

棟は長寿命化修繕を適正に行っていく必要があります。 

利用状況 
利用者数 

〇三好上駐輪場は年間約 1.4 万人が利用する施設となっており、人

口が多い地区でありながら、周辺に駅が無いことから、需要は大

きいと考えられます。 

貸館稼働率 ― 

評価 

市民アン 

ケートより 
― 

利用者アン 

ケートより 
― 

その他 
〇その他の施設は、各施設の担う役割、特徴等が大きく異なるため、

施設ごとに計画的な管理を行っていく必要があります。 
 

基本方針 

維持管理・修繕・更新等 

〇水防倉庫及び拠点防災備蓄倉庫は、個別施設計画に基づき、各施

設の予防保全的な修繕や長寿命化修繕を実施し、財政負担の平準

化及び施設の安全安心な利用に向けた維持管理・修繕・更新等を

実施します。 

○建物の性質上、予防保全に適さない三好上駐輪場、普通財産であ

る旧三好ヶ丘浄化センター、利用者がなく、廃棄の可能性が高い

放置自動車を保管する放置自動車一時保管場所の３施設につい

ては、事後保全による管理を基本とします。 

安全確保 

〇屋根・外壁の劣化調査で危険性が高い（D判定）と診断された施設

はないものの、拠点防災備蓄倉庫以外の全ての建物が危険性のあ

る（C 判定）とされており個別施設計画の見直し、維持修繕等の

前倒しも含め対策を講じます。 

耐震性 〇全施設の耐震性は確保されています。 
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基本方針 

統合や廃止の推進・ 

民間活力の活用など 

○旧三好ヶ丘浄化センター以外の施設は、現状を維持していきます。 

〇旧三好ヶ丘浄化センターについては、既に用途廃止済みの普通財

産であることから、民間活力の活用も含めた跡地の利活用につい

て、積極的に検討していきます。 

  

【劣化状況調査結果】 

施設 

NO 

棟 

NO 
施設名 棟名 構造 棟面積 

建設 

年度 

経過 

年数 

階数 
屋

上

屋

根 

外

壁 

内

部 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

健全度 

地上 地下 

173 173 三好上駐輪場   S 50 H1 36 1 0 C C B B B 62.0 

174 174 旧三好ヶ丘浄化センター 

汚泥処理室（ポ

ンプ室）、ホッ

パー室、ブロ

アー室 

S 601 S61 39 1 1 C C B B B 62.0 

175 175 水防倉庫   RC 32 H21 16 1 0 C B A A A 87.7 

176 176 拠点防災備蓄倉庫   S 447 R4 3 1 0 A A A A A 100.0 

177 177 放置自動車一時保管場所 倉庫 CB 41 S48 52 1 0 C C C C C 40.0 

177 177・2 放置自動車一時保管場所 自転車置場 S 7 S48 52 1 0 C ― C C C 40.0 

※「－」は工事等により調査未実施、健全度は調査未実施を除いた部位で評価  
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8.全庁的な取組体制と情報共有方策  

全庁的な計画推進体制 

本市では、公共施設等に関する情報は施設所管課ごとに管理されており、整備や修繕、維

持管理は施設所管課が主体となって行っています。しかし、公共施設等全体を総合的かつ計

画的に管理していくためには、全庁的な視点に立った取組体制が必要です。 

全庁的な取組体制として、「みよし市公共施設等総合管理計画推進会議」で、全庁横断的

に、個別施設計画と本計画の調整、修繕や建替えに当たっての優先順位、内容の検討を行

い、継続的に本計画を推進するとともに必要に応じて本計画の見直しを行います。 

また、公共施設等の見直しを検討する際は、以下のフロー図を参考に、今後の方針を検討

していきます。 

検討の結果、多機能化・複合化が必要と判断した場合、全庁的なプロジェクトチームを設

置し、具体的な取組内容を調整・計画していきます。 

 

 

 

図表 8-1 全庁的な取組体制のイメージ 
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図表 8-2 公共施設等総合管理計画推進会議及びプロジェクトチームのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 8-3 公共施設等見直しフロー図 

 

  

 

公共施設等総合管理計画推進会議 

会長：経営企画部長 

委員：次長級＋専門職員等 

市長・経営会議 
 

報告   指示 

・施設情報の一元管理 

・個別施設計画と本計画の調整 

・修繕･建替えの優先順位の検討 

 

事務局 
策定指示   

案の提示 

 

施 設 

所管課 

個
別
施
設
計
画 

 

プロジェクトチーム 

 

多機能化・複合化検討の際に設置指示 

 

 

調整・検討内容の報告 

 

チームリーダー：施設マネジメント推進室長 

構成員：多機能化・複合化関連部局の職員 

    専門職員等 

・多機能化・複合化内容の検討 

・実施時期の検討 

・基本構想の検討 
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8-2 市民への情報共有 

本計画は、市ホームページに掲載し、広く市民へ周知を図ります。 

また、施設の長寿命化などの個別施設計画においても、同様に市ホームページへ掲載し、

広く市民への周知を図ります。 
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9.進捗状況等のフォローアップの実施  

9-1 PDCA サイクルに基づく計画の推進と改善 

本計画は、40年間の長期にわたる計画ですが、『Plan：計画 → Do：実施 → 

Check：評価 → Action：改善』の PDCA サイクルを回すことにより、計画の見直しと内容

の充実を図ります。 

本計画の実施計画に位置づけられる長寿命化計画などの個別施設計画の策定に当たって

は、本計画の方針を反映させるとともに、国の所管省庁の指針やガイドライン等に従って作

成します。また、計画の実施状況などを管理し、必要に応じて本計画に反映させます。 

 

図表 9-1 PDCA サイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画）

•計画の改訂

Do（実施）

･個別施設計画の改訂

•計画に基づく取組の実施

Check（評価）

･実施成果の検証

Action（改善）

･評価結果の反映

･計画の見直し

Plan（計画）

計画の改訂

Do（実施）

点検、維持管理

補修、長寿命化

Check（評価）

実施成果の検証

Action（改善）

評価結果の反映

計画の見直し

本計画における PDCAサイクル 

連携 

各所管部署 
・公共建築物 
・橋りょう 
・下水道 等 

個別施設計画 



94 

 

9-2 計画的見直しによる進行管理 

本計画は、関連する事業の進捗状況や社会経済情勢、人口動向の変化などを踏まえ、みよ

し市総合計画、個別施設計画等の関連計画との整合性を確保するため、必要に応じて 5年を

目途に見直しを行い、計画に示される方針に基づく実践を継続的に推進していきます。 

また、本計画の策定段階で個別施設計画が未策定の施設は、長寿命化に向けた計画の策定

を推進し、その計画の内容は、状況の変化に応じて、随時見直していきます。 
 

 

 

 


